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レビュー調査結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名： ラオス 案件名：森林減少抑制のための参加型土地・森

林管理プロジェクト 

分野：自然環境保全-持続的自然資源利用 援助形態：技術協力 

所轄部署：地球環境部 森林・自然環境グ

ループ 森林・自然環境保全第一課 

協力金額（評価時点）：566,238 千円 

 

 

協力期間 

(R/D): 2009 年 8 月 4 日 先方関係機関：農林省普及局 

(延長): 日本側協力機関：林野庁 

(F/U) : 他の関連協力： 

(E/N)（無償）   

１-１ 協力の背景と概要 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）は国土面積の 80％が山岳地帯である。

熱帯林行動計画(Tropical Forest Action Program：TFAP)の報告によると、1940 年代には 70％
であった森林率が、2002 年には 41.5%まで低下した。ラオス北部山岳地域では依然焼畑に

依存している貧困住民が多く、焼畑移動耕作が森林減少の原因の一つとなっている。また、

近年、ラオス国北部において外国投資によるゴムや飼料用トウモロコシといった商品作物

栽培が急速に広がり、土地･森林利用形態が大きく変わってきており、持続的な森林保全･

利用に向けた対策が急務である。我が国はラオス北部 6 県において、2004 年 2 月から 2009
年 3 月までの 5 年間、技術協力「森林管理･住民支援プロジェクト」を実施し、住民支援プ

ログラムツール(Community Support Programme Tool：CSPT)を開発した。このツールの活用

を通じた、家畜飼育、魚の養殖、アグロフォレストリー導入、織物生産、果樹栽培、水田

の拡張等の焼畑代替手段の普及を行った結果、対象地域において住民の生計向上及び焼畑

抑制の効果が確認できた。しかし、焼畑以外の収入の増加によって焼畑を抑制させるとい

う CSPT のアプローチだけでは、森林減少に十分対処できなくなっており、対象村でのモ

ニタリングの継続、CSPT の改善、及び土地森林利用計画を含めた、総合的に森林減少を抑

制するツールの開発が必要となった。 

こうした状況の中で、ラオス国政府は気候変動対策として「森林減少･劣化からの温室効

果ガス排出削減等(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the role of 
conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in 
Developing Countries：REDD+)」が総合的な森林減少抑制と森林に依存する農民の生計向上

に極めて有用な手段と考え、ラオス北部の REDD+の実施準備を含む森林保全と地域住民の

生計向上を目指した技術協力「森林減少抑制のための参加型土地･森林管理プロジェクト」

(以下、「プロジェクト」)を我が国に要請した。本プロジェクトは、農林省農林業普及局

(NAFES)をカウンターパート(C/P)機関として、2009 年 8 月から 2014 年 8 月までの 5 年間

の予定で実施されており、現在、3 名の長期専門家(チーフアドバイザー、参加型資源管理、

生計向上/業務調整業務)を派遣中である。対象地域は、ラオス北部 6 県（ルアンプラバン、

フアパン、ボケオ、ルアンナムター、サヤブリ、ビエンチャン県）である。また、2011 年

11月から 2014年 8月の予定でルアンプラバン県ポンサイ郡ホアイキン村落クラスター及び

その周辺地域を対象に REDD+事業としての認証・登録を目的とした「REDD+認証・登録支

援業務」をプロジェクトの一投入要素として実施中である。プロジェクト開始から 2 年 9
か月ほど経過しており、今般中間レビュー調査を実施することになった。 

 

１－２協力内容 

(1) プロジェクト目標：参加型土地・森林管理を通して森林減少抑制システムが確立される

(2) 上位目標：森林減少抑制システムがラオス国北部地域において適用される 
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(3) アウトプット 

① CSPT の改善を通じて、森林減少抑制システムが設計される 

② PAREDD サイトにおいて、森林減少抑制システムが実施される 

③ PAREDD サイト及びその周辺において、森林被覆・森林炭素蓄積量及び社会

経済状況の変化がモニタリングされる 

④ 森林減少抑制システムが気候変動緩和策として提言される 

 

（4）投入（評価時点） 

相手国側： 

プ ロ ジ ェ ク

ト・スタッフ

管理スタッフ: 2 名 

技術スタッフ: 14 名 

ローカル・コス

ト 

 

なし（日本側が負

担） 

 

日本側： 

専門家 

 

長期専門家：6 名 

短期専門家：4 名 

REDD+コンサルタント：9
名 

 機材供与: 

 

 1,660 万円 

 

研修員受入れ 8 名 在 外 事 業 強 化

費: 

 

3,000 万円  

(2012 年 3 月現

在) 

REDD+関連の業

務委託費 

1.57 億円 

 
 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野、氏名、職位） 

氏名 分野 職位 

池田 修一 

 

総括 JICA 地球環境部 次長/森林・自然

環境グループ長 

鈴木 和信  

 

評価計画/森林セ

クター戦略 

JICA 地球環境部 森林・自然環境グ

ループ 森林・自然環境保全第 一課

企画役 

志磨 克 

 

森林保全 農林水産省 林野庁 森林整備部 計

画課海外林業協力室 課長補佐 

広内 靖世 評価分析 ㈱国際開発アソシエイツ 
 

調査期間 2012 年 5 月 27 日〜2012 年 6 月 13 日 評価種類： 中間レビュー 

３.評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

3.1.1 アウトプットの実績 

(1) アウトプット 1: アウトプット 1 ほぼ達成されているが、達成は計画より遅れている。

2010 年 8 月までに、森林減少抑制システムへの適用に必要な CSPT の改善が報告書にまと

められた。同年 10 月までには、合計 16 種類の農場内活動及び 2 種類の農場外活動が、森

林減少抑制のための推奨活動として特定された。2010 年末に始まった森林減少抑制システ

ムの現場運用マニュアルのドラフト第 1 版作成はほぼ完了しており、2012 年 9 月までにド

ラフトが完成する見込みである。ドラフト完成は 2 年近く遅れているが、これは主に、(i) 

PAREDD サイト選定の遅れにより先行活動（推奨活動の特定）が 2011 年 10 月にずれこん

だこと、及び(ii) プロジェクトを計画通り進めることよりも、システム設計/ドラフトを
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現場適用前にできるだけ詳細にすることが優先されたことによる。  

 

(2) アウトプット 2: アウトプット２は部分的に達成されているが、達成は計画より遅れて

いる。ルアンプラバン県シェングン郡の対象サイト(PAREDD サイト)の対象 4 村落におい

て、森林減少抑制のための村落活動計画（土地・森林利用ゾーニング及び規則を含む）が

作成され、2012 年 2 月に県・郡の関連機関に承認された。ポンサイ郡の PAREDD サイトの

対象 5 村落（REDD+デモンストレーション事業の対象地域でもある）においては、村落活

動計画は 2012 年 11 月までに作成/承認される見込みである。承認された計画に基づき、シ

ェングンでは、森林減少抑制活動(村落森林管理、生計向上、コミュニティ開発)が 2012 年

2 月に開始されており、ポンサイでは 2012 年 11 月に開始される見込みである。シェングン

及びポンサイの経験・教訓を反映し、運用マニュアルのドラフトは 2012 年 9 月までに改訂

される見込みである。 

 

注: アウトプット 2 の活動は、アウトプット１の遅れ及び森林減少抑制システムの計画段

階の遅れにより、計画より遅れている。この結果、プロジェクト期間中の森林減少抑制活

動の実施年数が、予定より短くなった。特に、村落開発基金の運用管理に係る支援、共同

レビュー、パフォーマンス・ベイスド・ペイメントは、プロジェクト終了までに完了しな

いか、完了させるためには慌ただしく行わねばならないおそれがある。プロジェクトの残

り期間を考えると、森林減少抑制活動が 2012 年末に開始される見込みのポンサイは言うに

及ばず、先行するシェングンにおいてさえ、森林減少抑制システムは完全にはオペレーシ

ョナライズされないおそれがあり、プロジェクト終了までにアウトプット 2 は十分に達成

されない可能性がある。  

 

(3) アウトプット 3: 社会経済影響評価のベースラインとして、各 PAREDD サイトにおい

てサンプル世帯調査が行われた。森林被覆/炭素蓄積量に対する影響評価の関連活動はまだ

開始されていない。 

 

(4) アウトプット 4: 関連活動は 2014 年に予定されている。 

 

3-1-2 プロジェクト目標の実績 

シェングンにおいて森林減少抑制活動が開始されたばかりであり、関連データは入手で

きなかった（ベースラインも入手できなかった）。なお、プロジェクトの全体的な遅れによ

り、指標の対象となる森林減少抑制活動がプロジェクト期間中に 2 年以上実施される

PAREDD サイトはシェングンのみである。 

 

3-2 評価結果の要約 

3-2-1 妥当性 

プロジェクトは現在でも妥当であるといえる。 

プロジェクトの上意目標は現在でもラオス国のニーズに合致しており、プロジェクト目

標は NAFES/県農林事務所（PAFO）/郡農林事務所（DAFO）の組織ニーズと一致している。

プロジェクト目標は、森林に直接的・間接的に生計を依存している地域住民のニーズとも

合致している。また、上位目標はラオス国の国家開発計画及び日本の ODA 政策とも整合性

がある。日本の技術優位性も確認された。 

 

3-2-2 有効性（予測） 

プロジェクトの有効性が確保できるかどうか現時点で不明確である。 

アウトプットの達成は、森林減少抑制システムの設計/現場運用マニュアルのドラフト作

成及びシステムの現場適用の遅れにより、計画より遅れている。プロジェクト目標の達成
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度は、アウトプットの達成状況から判断すると、計画より低いと推定される。プロジェク

トの残り期間は、森林減少抑制システムを完全に実施し、その有効性の検証を詳細に行う

には十分ではない可能性があり、プロジェクト終了までに、同システムが開発されるとい

うプロジェクト目標が十分に達成されるかどうか不明である。なお、すべてのアウトプッ

トは、程度の差はあるが、プロジェクト目標の達成に貢献すると思われる。 

 

3-2-3 効率性 

全体的にみるとプロジェクの効率性は十分ではない。 

投入は、タイミング、質、量の面で、おおむね適切だったが (i)プロジェクト・ドキュ

メントが承認された 2010 年 2 月（プロジェクト開始 6 か月後）まで、PAFO/DADO のプロ

ジェクト・スタッフが配置されなかった、(ii)2011 年 12 月に開始された REDD+関連活動

のプロジェクト・スタッフがいまだ配置されていない、(iii)プロジェクト・スタッフの現

場出張経費を含め、ラオス側のローカル・コストは日本側が負担している、という問題が

みられる。アウトプットの産出に向けて進捗は見られるが、その産出レベルは、主に

PAREDD サイト選定の遅れ、森林減少抑制システム設計/マニュアルのドラフト作成の遅

れ、システム実施の遅れにより、計画より低い。 

 

3-2-4 インパクト 

上位目標レベル：プロジェクト終了後 3 年以内の上意目標の達成見込みは、まだプロジ

ェクトの中間時点であること、ならびに外部条件（「REDD+関連の住民対象インセンティ

ブが整う」）が満たされるかどうか不確実であることから、現時点では判断できない。 

 

その他： PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフは、プロジェクトが行った現地研修及

び本邦研修にて関連技術・技能・知識を習得した。 

 

3-2-5 持続性（見込み） 

プロジェクトの持続性が確保されるかどうかは不確実である。 

 

制度・組織面：参加型土地・森林管理に基づく森林減少抑制に対する政策的・法的支援は

継続するとみられる。 しかしながら、プロジェクト終了後の森林減少抑制システムの継続

的実施・拡大に係る組織戦略はいまだ策定されていない。ルアンプラバン県の PAREDD チ

ームは、本プロジェクト実施のために設置された臨時的組織であり、PAFO/DAFO の複数セ

クションの出向職員から成る。プロジェクト終了後も PAREDD チームが存続するか、現在

プロジェクトに配置されている職員が PAREDD アプローチの実施者として残るかどうかは

不明である。また、ポンサイにおける REDD+デモンストレーション事業の実施体制はいま

だ不明確である。 

 

財政面: 財政面での制約は、プロジェクトの持続性において、大きな課題である。本件の

現場活動についてはパイロット的性質があることから、生計向上活動等の森林減少抑制活

動のシード・マネーや、村落森林管理のインセンティブであるパフォーマンス・ベイスド・

ペイメントの資金を日本側が支援している。さらに、PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッ

フの現場出張経費を含むローカル・コストについても、そのほとんどを日本側が負担して

いる。プロジェクト終了後、関連活動の継続・拡大に必要な予算が確保されるかどうか、

現時点では不明確である。予算面の制約を解決する可能性のある手段として、本件では、

REDD+の財政メカニズムを用いることが検討されている。同メカニズムが機能するには、

ラオス政府が、村落及び村落クラスターレベルの便益分配システムを含む REDD+実施の枠組

みを構築する必要があるが、枠組み構築はプロジェクトのコントロール外にあり、プロジ

ェクト終了までに構築されるかどうか不確実である。 
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技術面: PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフの技術能力は計画ステージについては着実

に強化されている。実施/モニタリング・ステージについても、シェングン及びポンサイに

おける活動を通して能力が向上すると期待される。しかしながら、プロジェクトの全体的

な遅れから、森林減少抑制システムが十分にオペレーショナライズされないままプロジェ

クト期間が終わる可能性があり、システムの運用に技術・知識・経験を十分に習得できる

かどうかは不明確である。REDD+関連分野については、プロジェクト・スタッフがいまだ

配置されておらず、ラオス側に関連技術が移転されるかどうか不明である。移転技術・成

果品のプロジェクト終了後の継続的活用・普及については、組織的な戦略は存在しない。

また、森林減少抑制システムの開発は中途であり、システムの有効性が実証されていない

ため、プロジェクト終了後の継続的な活用・普及の可能性について、現時点では判断でき

ない。 

 

3-3 効果発現に貢献した要因 

3-3-1 計画内容に関すること 

特になし 

 

3-3-2 実施プロセスに関すること 

プロジェクトは PAFO,DAFO、村落クラスター等国内関連機関との連携/協力のもと実施

された。その他、現場プロジェクト・スタッフの意欲と勤勉さが効果発現に貢献した。 

 

3-4 問題点及び問題を惹起した要因 

3-4-1  計画内容に関すること 

プロジェクトのマスター・プランは R/D に添付されているが、プロジェクト開始前には、

PDM も PO も作成されなかった。プロジェクト開始後、JICA 及びラオス政府は、プロジェ

クトの背景、コンポーネント/活動、及び実施体制の詳細を記したプロジェクト・ドキュメ

ントが、DPO、DOF、NAFES を含む関連省庁との協議の上、プロジェクトによって作成さ

れることを合意した。PDM 及び PO を含むプロジェクト・ドキュメントは 2010 年 2 月の第 1
回 JCC で承認された。それを受けて、ようやく、PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフ

が配置され、現場におけるプロジェクト活動が開始された。プロジェクト開始から半年後

のことである。 

 

3-4-2 実施プロセスに関すること 

本プロジェクトの PDM 及び PO はプロジェクト管理のツールとしては十分に詳細では

ない。例えば、PDM については、一部の活動の表現が曖昧であり、多くの指標は、定義

が不十分である。PO については、計画・モニタリングに必要な情報（期待される結果、

責任者、実施者等）が十分に示されていない。2011 年 11 月の第 3 回 JCC で承認された

REDD+デモンストレーション関連の活動も、反映されていない。このことは、プロジェ

クト関係者が、プロジェクトの全体的な実施プロセス、PDM と POO に基づく活動の進

捗状況、アウトプットやプロジェクト目標の正確な達成度について、明確かつ共通の理

解をもつことを困難にしてきた。 

 

3-5 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

1）PDM の改定 

REDD+を取り巻く国際環境の変化は非常に早く、ここ数年で国連気候変動枠組み条約に

おいて REDD+の議論が活発に行われている。また、日本政府とラオス政府間では 2 国間カ

ーボンクレジットメカニズムの対話・交渉も進んでいる。このような状況も踏まえ、2011
年 11 月の合同調整委員会において本プロジェクトが REDD+デモンストレーションプロジ
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ェクトとして正式に位置づけられた。また、既に業務実施契約ベースの REDD+認証登録業

務も実施されていることを踏まえ、今後は REDD+の方法論を開発するプロジェクトとする

ことになった。このような経緯・状況を鑑み、プロジェクトの残り期間において、目標値

と必要な活動を明確にし、調査団が作成した改定 PDM 及び PO のとおり改定することを提

言した。また、改定された PO を基に、今年の 10 月に開催予定の第 5 回 JCC までに詳細 PO
を作成することを提言した。 

 

2）プロジェクトの主管実施機関の変更 

 本プロジェクトの前身プロジェクト「森林管理・住民支援プロジェクト」で開発した住

民支援プログラムツール(Community Support Programme Tool：CSPT) と参加型農林業土地

利用計画（participatory agriculture and forest land use planning：PLUP)を統合した村・クラス

ターレベルの森林減少・劣化緩和策としての PAREDD アプローチが NAFES と PAFO と協

同して開発されたことが確認できた。PAREDD アプローチは計画段階については作成済で

あり、既にシェングン郡では実施段階にある。今後は、現場レベルで実際にモニタリング

を行うことが必要であり、PAREDD アプローチに基づいた REDD+デモンストレーションプ

ロジェクトの設計が必要である。 

 このような進捗状況と REDD+に関する円滑で効果的な実施を考えると、プロジェクトの

残り期間は、林野局が普及局に代わって主管責任機関としてプロジェクトを主導し、林野

局が中央レベルで関連機関と協調しながらプロジェクトを実施していくことが必要であ

る。また、林野局は PAFO 及び JICA と密に相談の上、新しいプロジェクトダイレクターと

プロジェクトマネージャーを配置することが必要である。さらに、林野局は JICA 専門家や

関連支援スタッフがビエンチャンで業務を行うための執務室を提供することが求められ

る。 

 

3）現場レベルでの連携・協調体制 

 PAFO は今後も県レベルで実施機関として関与していくことになるが、今後プロジェクト

の残り期間において、プロジェクト活動を促進するために、現場レベルでの関係機関間の

連携・調整機能を向上することが必要である。昨今のラオスの地方分権化の政策にあわせ

て、PAREDD アプローチのすべてのプロセスにおいて活動の責任をより現場に委譲するこ

とが必要である。 

 現場レベルでの調整機能を強化する必要性、特に PAFO と DAFO の連携強化の点から、

プロジェクト活動の進捗、課題等について共有・意見交換を行う会議（月に一度の定例会

議）が確実に開催されることが必要である。加えて、JICA 専門家は、プロジェクトの進捗

に関し、より頻繁に農林局長に報告の上、協議を行い、PAFO との連携強化に努めるべきで

ある。また、PAREDD アプローチを適用した村落での支援活動に際し、クラスターレベル

で存在する技術サービスセンターの有効活用について検討することが必要と考える。（た

だし、本プロジェクトの対象サイトにはこの技術サービスセンターは設置されていないた

め、PAREDD アプローチの現地実施マニュアルの作成においてその可能性を検討する。）

 

4）REDD+実施にかかる関係機関との連携体制 

 REDD+デモンストレーション活動に関し、プロジェクトは残り期間において、ラオス政

府内の既存 REDD＋に関する組織横断的な調整メカニズムと密に連携することが必要であ

る。このことによって、REDD+デモンストレーション活動に対して、政策や技術的な視点

での助言や支援を得ることが期待される。 

 

5）PAREDD アプローチの改良と完成 

 現場実施マニュアルの修正と森林モニタリングマニュアル案の作成作業と並行して、

PAREDD アプローチを改良し、完成版とすることが必要である。 
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 現在の PAREDD アプローチの計画段階のプロセスが「長い」との指摘が現場（PAFO・

DAFO）から多く寄せられた。従って、今後は期間の短縮化に努め、実施段階における効率

性と柔軟性の向上とラオスの季節を踏まえたスケジュール設定が必要である。 

村落開発基金に関しては、現在の現場実施マニュアル案には資金返済後の資金運用方法

に関する記載がない。そのため、2013 年 7 月に想定されている 初の資金返済時までには

資金運用ルール作成のための何らかのガイドラインの作成と同ガイドラインに基づく、村

落開発基金のための村落運用規則の策定が必要である。また、村落自らが基金を適切に管

理するために必要な能力向上も必要となる。 

PAREDD アプローチの村落への適用の結果による変化のモニタリングの実施、及びモニ

タリング結果に基づき、結果に見合う追加的な支援を試験的に実施することは、PAREDD
アプローチを完成するために、また PAREDD アプローチをベースに REDD+デモンストレ

ーションプロジェクトに発展させるためにも極めて重要となる。従って、PAREDD アプロ

ーチのモニタリング及び成果に見合った追加的な支援の方法を早急に検討し、決定するこ

とが必要である。 

また、現在の PAREDD アプローチでは、村レベルの森林管理計画の策定を想定していな

いが、村落に対する各種支援の効果を森林の減少及び劣化の緩和行動に結びつけ、森林減

少・劣化の緩和をより確実に進めるためには、村レベルの森林管理計画の作成と同計画に

基づく森林管理の実行を REDD+プロジェクトの一環として組み込むことも検討すべきで

ある。 

 

6）REDD+デモンストレーションプロジェクトにおける留意点 

REDD+プロジェクトの実施にあたっては、FPIC（Free and Prior Informed Consent）やセー

フガード、利益配分システムの構築といった側面が重要となる。従って、本プロジェクト

は今後、PAREDD アプローチのすべての過程・手続きをレビューし、REDD+デモンストレ

ーションプロジェクトとして FPIC やセーフガード、利益配分システムの必要な水準を満た

しているか確認を行い、PAREDD アプローチを改良していくことが必要である。また、今

後のクレジットの登録、発行、売買を考慮した場合、PDD(プロジェクト設計文書)作成時

には REDD+デモンストレーションプロジェクトの財務分析（便益ーコスト分析）が必要と

思われる。さらに、ルアンプラバン県全体のサブナショナルレベルに REDD＋をスケール

アップする道筋を念頭に置くことが重要である。 

 

7）プロジェクト活動場所 

シェングン郡がアプローチのデモンストレーションサイトとして、またポンサイ郡が

REDD+デモンストレーションサイトに決まったことを受け、今後プロジェクト終了までにシ

ェングン郡とポンサイ郡において、REDD+に係る活動を重点的に、集中的に行うことが必

要である。ラオス側からは、プロジェクト活動場所の追加の要請もされたが、時間的制約

と人的制約（マンパワー）もあることから、プロジェクト活動場所の追加は現実的でない

と判断される。 

 

8）県レベルでの参照排出レベルの開発 

 将来的なクレジット発生や民間企業の参入促進を考えた場合、県レベルでの参照排出レ

ベル（RL/REL）の開発は極めて意義がある。ルアンプラバン県レベルの参照排出レベルの

開発プロセスを通じ、森林タイプや林齢ごとの炭素蓄積の算定式も設定でき、その算定式

は他地域でも応用が可能であることが期待される。 

 一方で、本件作業、特に現場レベルでの作業（グランドトゥルース）には多くの人材が

必要となるが、現状その人材は限定的である。従って、森林局森林インベントリー計画課

の要員に加え、ルアンプラバン県にある農林業関連の大学等の人材を活用することが必要

である。 
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9）認証登録後の REDD+プロジェクトの実施組織 

 認証登録後の REDD+プロジェクトの実施組織については現状不明であるが、REDD+認証

登録業務において PDD(プロジェクト設計文書)が作成される 2013 年 3 月までには REDD+
プロジェクトの実施組織が決定されることが必要である。 

 

10）農民の能力向上 

 現場レベルでの活動を円滑に実施するための一つの対策として農家の能力向上が必要で

ある。このため、スタディーツアーやクラスターレベルでの会合の機会を作ることが望ま

しい。また、農家の能力向上には既存の教材等の資料を活用することが有効である。 

 

11）プロジェクト成果の他地域への普及 

 プロジェクトの経験や成果を他の県・郡レベルに共有・普及する必要がある。プロジェ

クト後半に一連のワークショップを開催し、本プロジェクトの成果の共有・普及を積極的

に実施することが必要である。 

 



 

第１章  レビュー調査の概要  

 

１－１ 調査の背景 

ラオス人民共和国（以下、「ラオス」と記す）は国土面積の80％が山岳地帯である。熱帯林行

動計画(Tropical Forest Action Program：TFAP)の報告によると、1940年代には70％であった森林率

が、2002年には41.5%まで低下した。ラオス北部山岳地域では依然焼畑に依存している貧困住民

が多く、焼畑移動耕作が森林減少の原因の1つとなっている。また、近年、ラオス北部において外

国投資によるゴムや飼料用トウモロコシといった商品作物栽培が急速に広がり、土地･森林利用形

態が大きく変わってきており、持続的な森林保全･利用に向けた対策が急務である。 

我が国はラオス北部6県において、2004年2月から2009年3月までの5年間、技術協力「森林管理･

住民支援プロジェクト」を実施し、住民支援プログラムツール(Community Support Programme 

Tool：CSPT)を開発した。このツールの活用を通じた、家畜飼育、魚の養殖、アグロフォレスト

リー導入、織物生産、果樹栽培、水田の拡張等の焼畑代替手段の普及を行った結果、対象地域に

おいて住民の生計向上及び焼畑抑制の効果が確認できた。しかし、焼畑以外の収入の増加によっ

て焼畑を抑制させるというCSPTのアプローチだけでは、森林減少に十分対処できなくなっており、

対象村でのモニタリングの継続、CSPTの改善、及び土地森林利用計画を含めた、総合的に森林減

少を抑制するツールの開発が必要となった。 

こうした状況の中で、ラオス政府は気候変動対策として「森林減少･劣化からの温室効果ガス

排出削減(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation：REDD+)」が総合的な森林減

少抑制と森林に依存する農民の生計向上に極めて有用な手段と考え、ラオス北部のREDD+の実施

準備を含む森林保全と地域住民の生計向上を目指した技術協力「森林減少抑制のための参加型土

地･森林管理プロジェクト」(以下、「プロジェクト」と記す)を我が国に要請した。 

本プロジェクトは、農林省農林業普及局を主管カウンターパート(C/P)機関として、2009年8月

から2014年8月までの5年間の予定で実施されており、現在、3名の長期専門家(チーフ・アドバイ

ザー、参加型資源管理、生計向上/業務調整業務)を派遣中である。対象地域は、ラオス北部6県（ル

アンプラバン、フアパン、ボケオ、ルアンナムター、サヤブリ、ビエンチャン県）である。また、

2011年11月から2014年8月の予定でルアンプラバン県ポンサイ郡ホアイキン村落クラスター及び

その周辺地域を対象にREDD+事業としての認証・登録を目的とした「REDD+認証・登録支援業

務」をプロジェクトの一投入要素として実施中である。 

プロジェクト開始から 2 年 9 か月ほど経過しており、今般、中間レビュー調査を実施すること

になった。 

 

１－２ 調査の目的 

今回実施の中間レビュー調査では、プロジェクト活動の実績、成果を確認し、評価 5 項目（妥

当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から、ラオス側と合同で評価を行う。

また、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、同結果を中間レビュー

報告書として取りまとめたうえで、合同調整委員会において内容を合意することを目的とする。 
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１－３ 調査団構成 

日本側： 
氏名 分野 所属 

池田 修一 総括 JICA 地球環境部 次長/森林・自然環境グループ長 

鈴木 和信 
評価計画/森林セク

ター戦略 
JICA 地球環境部 森林・自然環境グループ 森林・自然環

境保全第一課 企画役 

志磨 克 森林保全 
農林水産省 林野庁 森林整備部 計画課 
海外林業協力室 課長補佐 

広内 靖世 評価分析 株式会社 国際開発アソシエイツ 

 

ラオス側： 

Mr. Khamphay MANIVONG, Deputy Director General, Department of Forestry, MAF 

Mr.Soulaphone INTHVONG, Technical Staff, Department of Forest Resource Management, MONRE 

Dr.Lamphoun XAYAVONG, Faculty of Forestry, National University of Laos 

 

１－４ 日程 

5 月 27 日（日） 
成田→ビエンチャン（広内団員） 
6 月 3 日まで現地調査（関係者へのヒアリング、情報収集・分析） 

6 月 4 日（月） 成田→ビエンチャン（池田団長、志磨団員、鈴木団員） 

6 月 5 日（火） 

9h00 日本大使館訪問・調査方針説明 

8h30 PAFO 協議 

10h00 JICA ラオス事務所打合せ 

13h00 DOP 打合せ 

15h00 DOF 打合せ 

16h30 PAREDD 専門家との打合せ 

6 月 6 日（水） 

8h45 FSCAP 専門家との打合せ 

11h00 MONRE 打合せ 

13h30 NAFES 打合せ 

移動：ビエンチャン→ルアンプラバン 

6 月 7 日（木） 

8h30 ルアンプラバン PAFO 訪問・打合せ 

10h00 合同評価団打合せ 

13h00 ルアンプラバン PAFO インタビュー 

14h00 MAF 副大臣打合せ 

15h00 ルアンプラバンDAFO インタビュー 
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16h00 JICA 専門家インタビュー 

6 月 8 日（金） 現場視察（シェングン郡） 

6 月 9 日（土） 

9h00 合同評価団打合せ 

13h00 JICA 調査団内打合せ 

移動：ルアンプラバン→ビエンチャン 

6 月 10 日（日） 
合同評価報告書作成 

16h00 JICA 調査団内打合せ 

6 月 11 日（月） 

午前 調査団内打合せ、JICA 専門家との打合せ 

14h00 合同評価団打合せ 

15h45  NAFES 調査経過報告・協議 

6 月 12 日（火） 

9h00 JICA 調査団内打合せ 

10h00 REDD+認証登録業務チームとのTV 会議 

13h00 DOF 調査経過報告・協議 

15h30 MONRE 調査経過報告・協議 

6 月 13 日（水） 

9h00 JICA 調査団内/ JICA 専門家打合せ 

11h00 MAF 副大臣調査経過報告 

14h00 合同評価団打合せ 

15h00 JICA 調査団内打合せ・報告書とりまとめ 

6 月 14 日（木） 
9h00 合同調整委員会（JCC） 

16h00 JICA 専門家・コンサルタント・チームとの打合せ 

6 月 15 日（金） 

9h00 森林セクター連絡会議 

14h00 JICA ラオス事務所報告 

移動：ビエンチャン→ 

6 月 16 日（土） 成田着 
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第２章  レビューの方法 

 

２－１ 調査の流れ 

今回の評価は「新 JICA 事業評価ガイドライン 第 1 版」」に準拠して行った。評価の基にな

る PDM は、プロジェクト・ドキュメント（2010 年 2 月承認）付属の PDMver0 を使用した。評価

に先立ち、プロジェクト関係文書（事前調査報告書、進捗報告書、専門家業務完了報告書を含む）

に基づき、評価のデザインとして評価グリッドを作成した。日本側、ラオス側双方による合同評

価調査団は、評価用 PDM1（合同中間レビュー報告書（英文）添付のAnnex １）、過去のプロジ

ェクト記録等の資料調査、プロジェクト関係者への事前質問票調査及びインタビュー調査、また

現地視察を行い、情報を収集した。これらの結果をもとに、合同レビュー報告書案を作成し、合

同レビュー委員会における協議を経て、報告書を完成させた。 

 

２－２ 調査項目 

２－２－１ プロジェクトの実績の確認 

PDM の計画に沿ってプロジェクトの投入、アウトプット、プロジェクト目標が達成された度

合いを検証する。 

 

２－２－２ 実施プロセスの検証 

プロジェクトの実施過程全般を見る視点であり、活動が計画通り行われているか、またプロ

ジェクトのモニタリングやプロジェクト内のコミュニケーションが円滑に行われているかを

検証する。 

 

２－２－３ レビュー項目ごとの分析 

(1) 妥当性： 

プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）が、評価を実施する

時点において妥当か（国家開発計画及び日本のODA 政策との整合性はあるか、受益者の

ニーズに合致しているかなど）、プロジェクトの戦略･方法は妥当かなどを評価する。 

(2) 有効性(予測)： 

プロジェクト目標達成の見込みはあるか、プロジェクト目標に対しアウトプットは適切

か、目標達成の貢献・阻害要因はあるかなどを評価する。 

(3) 効率性： 

投入に見合ったアウトプットが産出されているか、活動スケジュールと投入のタイミン

グ・質・量はアウトプット産出には適切だったかなどを評価する。 

 

                                                        
1レビューのデザインをするにあたって当初PDM（PDMver0）をレビューしたところ、表現が曖昧で定義が不明確な部分があるこ

とから、このままでは適切なレビューを行うことが困難であることがわかった。このため、PDM については、プロジェクト関係

者との確認・協議を経て、①まず、レビューに 低限必要な情報を整理・明確化した評価用 PDM(PDME)を作成すること、また、

②PDME レベルで整理しきれない課題については評価を通じて検討し、PDM 修正案として改善を提言することを方針とし、調査

に臨むことにした。現地では、関係者と協議をしながら、PDME 案を作成し、 初の合同評価委員との協議において、案を説明

して合意を得た上で、以後の調査に臨んだ。 
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(4) インパクト： 

上位目標達成の見込みはあるか、その他、プラスのインパクトはあるか（予測されるか）、

予期していなかったマイナスのインパクトはあるか（予測されるか）、マイナスのインパ

クトがある場合、それに対する対策は講じられているかを評価する。 

(5) 持続性/自立発展性（見込み）： 

協力が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続する見込みについて、組織制度

面、財政面、技術面から評価する。 

 

２－３ 情報収集・入手手段 

現地調査に先立ち、プロジェクトに指標及び投入の実績に関する情報提供を依頼した。さらに、

主としてプロジェクトの実施プロセス・評価 5 項目に関する質問票を英語で作成し、事前に配布

した。現地においては、指標及び実施プロセスの確認と評価 5 項目に関する補足情報を収集する

ために、質問票回答者に対してセミ･ストラクチャード・インタビューを行った。インタビューは

基本的に個別とした。 
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第３章  プロジェクトの実績と実施プロセス2 

 

３－１ プロジェクトの実績 

３－１－１ 投入実績 
計画 実績 (特に言及のない限り 2012年 6月 11日現在) 

1 ラオス側  
1.1 人員 
(1) プロジェクト・ダイ

レクター 
(2) プロジェクト・マネ

ージャー 
(3) PAFO の技官 
(4) DAFO の技官 

現在、合計 16 名（NAFES から 2 名、DOF から 2 名、PAFO から 7 名、DAFO から 6
名）がプロジェクトに配置されている。  
 

(詳細は合同中間レビュー報告書（英文）添付のRM A-1 参照)

1.2 事務要員 
(1) 必要に応じ、総務、

秘書、その他の支援

スタッフ 
(2) 運転手 

事務要員は配置されていない。 

1.3 土地・建物・施設 
(1) プロジェクト・オフ

ィス用の建物、施設 
(2) 電気、通信、水道等

の施設 

プロジェクト活動に必要な土地・建物・施設は提供されている。 

1.4 ローカル・オペレー

ショナル・コスト 
ローカル・オペレーショナル・コストは措置されていない（日本側が負担している）

2  日本側  

2.1 専門家 
(1) チーフ・アドバイザ

ー 
(2) 普及促進/プロジェ

クト管理, 
(3) 森林資源管理 
(4)  農村開発 
(5) 必要に応じ、他の分

野の専門家 

 長期専門家: これまでに、合計 6 名の専門家が下記の分野で派遣された： (i) チー

フ・アドバイザー (2 名); (ii) 森林資源管理 (1 名); (iii) 村落開発 (1 名); (iv)普及促

進/プロジェクト運営管理 (1 名); 及び (iv) 業務調整/生計改善 (1 名). 
 短期専門家: これまでに、合計 4 名の専門家が下記の分野で派遣された：i) 森林資

源情報整備; (ii) 森林減少抑制システム; (iii) 営農改善; 及び (iv) 森林炭素モニタリ

ング I. 
 REDD+ コンサルタント: 2012 年 3 月時点で、合計 9 名が派遣された。 

 
 (詳細は合同中間レビュー報告書（英文）添付のRM B-1 参照)

2.2 機器材、資材,  
(1) 研修・調査用機材 
(2) 機材、オフィス器具、

文具 

これまで、12.9 千ドル相当の機材が供与された。主要機材はGIS ソフトウェア、GPS、
パソコン、バイク、車両、衛星画像等である。 
 

(詳細は合同中間レビュー報告書（英文）添付のRM B-2 参照)
2.3 本邦/第 3 国研修  これまでに、PAFO 及びDAFO のプロジェクト・スタッフ 8 名が研修を受けた。 

 
(詳細は合同中間レビュー報告書（英文）添付のRM B-3 参照)

2.4 在外事業強化費 (部
分的) 

在外事業強化費として、2012 年 3 月現在、約 3,000 万円（約 32.6 万ドル）が支出され

た。主要費目は、シェングン・ポンサイにおける道路建設費、ポンサイのフィールド・

オフィス建設費、カンボジアへのスタディ・ツアーの旅費、現場への出張旅費、ロー

カル・スタッフの給与等である。  
 

(詳細は合同中間レビュー報告書（英文）添付のRM B-4 参照)
2.5 その他 REDD+コンサルタント・チームへの業務委託契約費（2011－2014 年度分）3として合

計 1 億 5,670 万円が措置された。 

 

                                                        
2 基本的に合同レビュー報告書の和訳である。 
3 業務名は「ラオス国森林減少抑制のための参加型土地・森林管理プロジェクトに係るREDD+認証・登録推進業務」である。 
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３－１－２ アウトプットの実績 

(1) アウトプット 1 
指標 実績 

1a: 2010 年 9 月まで

に、システムへの

適 用 に 必 要 な

CSPT の改善が報

告書にまとめられ

る  

システムへの適用に必要なCSPT の改善点は、2010 年 8 月に報告書にまとめられた。 
 
＜結論＞ 
指標は計画通りに達成された。 

1b 2010 年 7 月まで

に、森林抑制のた

めの推奨活動が 4
～5 種類特定され

る 

PAREDD サイトにおける森林抑制のための推奨活動として、2010 年 10 月までに、下表

の通り、16 種類の農場活動及び 2 種類の農場外活動が特定された。  
 

表 A：森林抑制活動のための推奨活動  
タイプ 活動 

農場内  傾斜農地技術 (SALT)、マルチへの直接播種(DSM)に基づく耕作シス

テム、複合農業, コメ高収量システム (SRI)、稲作(肥料とコガモ)、有

機農業、野菜栽培、果樹栽培、チーク プランテーション、養殖、育

牛、水牛飼育、ヤギ飼育、養豚、養鶏 
農場外 織物、食品加工 

 
推奨活動の特定が計画より遅れたのは、当初の予想より PAREDD サイト選定の合意形

成に時間がかかり、サイトが 2010 年 6 月まで選定されなかったためである。 
 
＜結論＞ 
指標はほぼ計画通りに達成された。 

1c 2010 年 9 月まで

に、村落/村落クラ

スター・レベルの

森林抑制システム

の現場運用マニュ

アルのドラフト第

1 版が作成される 

<参考情報> 
プロジェクトが設計中の森林抑制システムは、関係者間で「PAREDD アプローチ」とし

て知られている。 PAREDD アプローチは計画ステージ（11 ステップ）、実施ステージ

（4 ステップ）、及びモニタリング・ステージの 3 段階から成る(PAREDD アプローチ

のステージ及びステップについては合同中間レビュー報告書（英文）添付のRM―C を

参照)。各ステージについてマニュアルが策定され、 終的に一つのマニュアルにまとめ

られることになっている。 
 
<実績> 
ドラフト第 1 版の作成は、下表の通り計画より 2 年近く遅れている。  
 

表 B： マニュアルのドラフト第 1 版作成状況 
 ステージ 進捗/計画 
1 計画ステージ -2011 年 2 月に完成 

2 実施ステージ -主要部分のドラフトは 2011 年 9 月に完成 
-村落開発基金運用マニュアルのドラフトは2012年2月に完成

3 モニタリン

グ・ステージ 
-生計向上活動のドラフトは 2012 年 2 月に完成. 
-他の部分（森 管理活動を含む）のドラフトは 2012 年 9 月ま

で作成予定 
-各ステージのドラフトは、2012 年 9 月までにとりまとめられ、PAFO/DAFO の技

術スタッフに配布される予定 
 
ドラフト第 1 版の完成が遅れている理由は、(i) PAREDD サイト選定の遅れにより先行

活動（推奨活動の特定）が 2011 年 10 月にずれこんだこと、及び(ii) プロジェクトを計

画通り進めることよりもシステム設計/ドラフトを現場適用前にできるだけ詳細にする

ことが優先されたことによる。  
 
＜結論＞ 
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指標 実績 

計画より遅れているが、指標はほぼ達成されており、2012 年 9 月までに達成される見込

みである。 
 

(2) アウトプット 2 
指標 実績 

2a す べ て の

PAREDD サイ

トにおいて、村

落住民の策定し

た森林減少抑制

のための村落活

動計画（土地・

森林利用ゾーニ

ング及び規則を

含む）が郡庁、

DAFO 、 及 び

PAFO に承認さ

れる 

<参考情報> 
2010 年 10 月の第 2 回 JCC において、以下の村落クラスターが PAREDD サイトとして承

認された: (a) シェングン郡Houakhot クラスター（4 村落） 及び (b)ポンサイ郡 
Houaykhing クラスター（5 村落）。この際、もう 1 カ所のクラスター（ポントン郡 Tong-si 
クラスター、6 村落から成る）を PAREDD サイトとして追加するかどうかを中間レビュ

ーの結果により判断することが合意された。   
 
<実績> 
当初計画によれば、シェングン及びポンサイの対象村落において、村落活動計画は、それ

ぞれ 2011 年 4 月、2012 年 4 月までに承認される予定であった。承認は、次の通り、計画

より遅れている。 
 
(a) シェングン: 対象 4 村落の村落活動計画（土地・森林利用ゾーニング及び規則を含む）

は、2012 年 2 月に郡長、DAFO 長、及び PAFO 長によって承認された。村落活動計

画の承認は PAREDD アプローチ計画ステージ（11 ステップ）の 終ステップである。

承認が当初計画より 1 年近く遅れた主な理由は、(i)計画ステージのマニュアルのドラ

フト第 1 版作成が遅れたこと、(ii) その結果、計画ステージのステップ前半（村落境

界画定、村落土地・森林ゾーニング及び規則の作成を含む）を雨期に行わねばならな

かったこと、(iii) PAREDD アプローチは PAFO/DAFO の技術スタッフにとって新しい

経験であり、能力形成に時間がかかったこと、である。なお、村落活動計画作成/承
認の遅れにより、活動の開始時期が雨期にずれこんだ。 
 

(b) ポンサイ: 対象 5 村落において村落土地・森林利用ゾーニング及び規則の作成が進行

中であり、2012 年 7 月までに完了する見込みである。村落活動計画の作成/承認は乾期

に活動が開始できるように 2012 年 11 月までに完了する計画である。 
 
＜結論＞ 
指標の達成は計画より遅れている。PAREDD サイト（対象村落）の 終的な数が確定し

ていないため、達成度は不明である。第 2 回 JCC で承認された 9 村落については、指標

はほぼ達成されており、2012 年 11 月までに達成される見込みである。  
2b す べ て の

PAREDD サイ

トにおいて、承

認された村落活

動計画に含まれ

る実施計画に従

って、森林減少

抑制活動が、実

施される  
 
 

<参考情報> 
PAREDD アプローチにおける「森林減少抑制活動」は、村落活動計画に含まれる活動で

あり、村落森林管理活動(タイプ 1)、世帯ベースあるいはグループ・ベースの生計向上活

動（タイプ 2）、及びコミュニティ開発活動（タイプ 3）、の 3 タイプに分かれる。また、

村落減少抑制活動の実施（PAREDD アプローチの実施ステージ）は、：(i)プロジェクト

による村落住民の研修（対象：タイプ 2）、(ii) 村落住民による活動に必要なアイテムの

調達（対象：すべてのタイプ）、 (iii) 村落住民による活動の実施（対象：すべてのタイ

プ）、及び(iv) 村落住民による村落開発基金の設立（対象：タイプ 2）の 4 つのステップ

から成る。 
 
<実績> 
当初計画によれば、シェングン、ポンサイにおける森林減少抑制活動の開始時期は、それ

ぞれ 2011 年 4 月、2012 年 4 月であったが、活動開始は次の通り計画より遅れている。活

動のモニタリングが開始されていないため、達成度は不明である。 
 
(a) シェングン: 対象 4 村落において、森林減少抑制活動は、村落活動計画が承認された

2012 年 2 月に開始された。活動のモニタリング開始が 2012 年後半に予定されている
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指標 実績 

ため、森林減少抑制活動が計画通り実施されているかどうかは、現時点で不明である。
 

表 C: シェングンにおける森林減少抑制活動実施及びモニタリングの進捗（計画） 
 活動タイプ 進捗 
1 村落森林管理

（タイプ１）

-2012 年 5 月、プロジェクトの調達した苗木が合計 10ha
の森林地に植えられた 
-再植林・土地/森林利用・規則に関する森林モニタリン

 ・レポーティングは、2012 年第 4 四半期に開始予定 
2 生計向上 

（タイプ２）
 

-2012 年 2 月に研修が計画通り実施された 
-必要なアイテムの調達は進行中であり、すべての調達は

2012 年 6 月に完了見込み4 
-モニタリングは 2012 年 9 月に開始予定 

3 コミュニティ

開発 （タイプ

３） 

-2012 年 4 月にコミュニティ・ホールが建設された 
-モニタリングは行われない 

 
参考までに、生計向上（タイプ 2）の下、対象 4 村落において合計 13 グループが形成

された。内訳は、養豚グループ（4）、ヤギ飼育グループ（3）、養鶏・鴨グループ(2)、
養鶏グループ(1)、水田耕作グループ(1)、及び食品加工グループ(1)である。生計向上活

動には合計 103 世帯が参加しており、これは全世帯の約 36%に相当する(詳細は合同中

間レビュー報告書（英文）添付のRM―D を参照)。 
 
(b) ポンサイ: 計画ステージが完了しておらず、森林減少抑制活動はまだ開始されていな

い。村落活動計画の作成/完了が見込まれる 2012 年 11 月には、活動が開始されると見

込まれる。 
 
＜結論＞ 
進捗はみられるが、モニタリングが開始されておらず、達成度は判断できない。 

2c 2012 年 及 び

2013年第3四半

期に現場運用マ

ニュアルのドラ

フトが改訂され

る  

関連活動が開始されていない。参考までに、現場運用マニュアル（ただし、計画ステージ

及び実施ステージ）のドラフト第 1 版は、シェングン及びポンサイにおける経験・教訓を

もとに、2012 年 9 月までに改訂される予定である。  
 
＜結論＞ 
関連活動が開始されていないため、指標の達成度は判断されなかった。 

2d プロジェクト終

了までに、PAFO
及びDAFOの技

術スタッフが、

現場運用マニュ

アルに従い、村

落/村落クラス

ター・レベルに

おいて森林減少

抑制システムを

実行できる 

PAREDD アプローチの計画ステージについては、PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッ

フの技術能力は着実に強化されている。しかしながら、プロジェクトの全体的な遅れから、

森林減少抑制システムが十分にオペレーショナライズされないままプロジェクト期間が

終わる可能性があり、実施・モニタリング・ステージについては、PAFO/DAFO のプロジ

ェクト・スタッフが、十分な技術・知識・経験を得られるかどうか不確実である。 
 
＜結論＞ 
指標は部分的に達成されているが、プロジェクト終了までに、十分に達成されるかどうか

は不確実である。 
 

(3) アウトプット 3 
指標 実績 

3a  2014年3月まで

に、PAREDD ア

プローチの森林

被覆及び/また

は炭素蓄積量へ

<参考情報> 
2010 年 2 月の第 1 回 JCC で承認されたプロジェクト・ドキュメントによれば、アウトプ

ット 3 のモニタリングは、森林減少抑制システムの有効性を検証するために実施される。
 

                                                        
4 補足：村落住民による生計向上活動は必要アイテム調達後、2012 年 6 月に開始される予定である。 
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指標 実績 

の影響評価報告

書が作成され

る。 
 

<結果> 
関連活動はまだ開始されていない。 
 
(a) シェングン: プロジェクト終了時に、2010－2013 年の衛星画像をもとに、森林被覆の

変化が分析される見込みである。 
 

(b) ポンサイ: 2011 年 11 月の第 3 回 JCC の承認により、REDD+デモンストレーション・

プロジェクト形成に係る活動がプロジェクトに追加された。この追加は PDM/PO には

反映されていないが、同年 12 月、関連活動が、PAREDD サイトの 1 つであるポンサ

イを対象として開始された。オーバーラップを避けるために、プロジェクトでは、

REDD+関連活動を通して得られるデータを炭素蓄積量のベースラインとして活用す

ることを計画しているが、このデータは 2013 年 2 月までに得られる見込みである。ま

た、モニタリングの手法は 2013 年の第 3 四半期までに決定される予定である。 
 
＜結論＞ 
関連活動が開始されていないため、指標の達成度は判断されなかった。 

3b 2014年3月まで

に、PAREDD ア

プローチの社会

経済影響評価の

レポートが作成

される 

各 PAREDD サイトにおいて、サンプル世帯調査がプロジェクトの契約するローカル・コ

ンサルタントによって行われた。なお、プロジェクト終了近くに、再度サンプル世帯調査

が行われ、これらの結果をもとに報告書が作成される予定である。  
 
＜結論＞ 
指標は部分的に達成されている。 

 

(4) アウトプット 4 
指標 実績 

4a 2014 年 6 月までに、現場運用マニュ

アル案が、気候変動緩和手段として

終化される。 

マニュアルの 終化は 2014年に予定されている。 

 

<結論> 

指標の達成度を判断するのは時期尚早である。 

4b プロジェクト終了までに、森林減少

抑制システムの結果を関連機関と共

有するためのワークショップが開催

される。 

ワークショップは 2014年に予定されている。 

 

<結論> 

指標の達成度を判断するのは時期尚早である。 
4c  プロジェクト終了までに、緩和手段

として、提言報告書が作成される。 
提言報告書の作成は 2014年に予定されている。 

 

<結論> 

指標の達成度を判断するのは時期尚早である。 

 

３－１－３ プロジェクト目標の実績 

指標 実績 

a プロジェクト終了までに、村

落/村落クラスター・レベルの

森林減少抑制システムの現

場運用マニュアルが作成さ

れる 

現場運用マニュアルはアウトプット４の活動で 終化されるため、当該指標はプ

ロジェクト目標の達成度を測る指標として不適切である。 
 
＜結論＞ 
指標が不適切であるので、達成度は判断されなかった。 

b プロジェクト終了時に、森林

減少抑制活動が2年以上行わ

れている PAREDD サイトの

各対象村落において、ベース

ラインに比べて、森林減少率

が減少する、あるいは森林被

覆が増加する  

先行サイトであるシェングンにおいてすら、森林減少抑制活動は 2012 年 2 月に

始まったばかりであり、関連データは得られなかった。ベースライン・データも

存在しない。なお、プロジェクト活動の全体的な遅れにより、プロジェクト終了

までに、森林減少抑制活動が 2 年以上実施される PAREDD サイト（指標の対象）

はシェングンのみである。 
 
注:当該指標はプロジェクト目標を測る指標として不適切だと考えられる。プロジェクトにおいて想定
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指標 実績 

されている森林減少抑制活動によって 2 年以内に森林被覆に明らかな変化を確認することは非現実的

だからである。 
c プロジェクト終了時に、森林

減少抑制活動が2年以上行わ

れている PAREDD サイトの

各対象村落において、50 ％
以上の世帯が生計が向上し

たと回答する 

先行サイトであるシェングンにおいてすら、森林減少抑制活動は 2012 年 2 月に

始まったばかりであり、関連データは得られなかった。 
 
注: :当該指標はプロジェクト目標を測る指標として不適切だと考えられる。村落住民（生計向上活動に

不参加の住民を含む）の生計は、プロジェクトと無関係な様々な要因によっても影響される可能性があ

るからである。 

 

３－２ 実施プロセスの特記事項 

項目 結果 

3-2-1  
活動の進捗 

注記:  
プロジェクトのマスター・プランは 2009 年 8 月 4 日に調印されたR/D に添付されているが、

プロジェクト開始前には PDM も PO も作成されなかった。このため、プロジェクト開始後の

2009 年 8 月 25 日に調印されたM/M において、プロジェクトの背景、コンポーネント/活動、

及び実施体制の詳細を記したプロジェクト・ドキュメントが、DPO、DOF、NAFES を含む関

連省庁との協議の上、プロジェクトによって作成されることが合意された。PDM 及び PO を

含むプロジェクト・ドキュメントの作成には 6 ヵ月を要し、プロジェクト・ドキュメントは

2010 年 2 月の第 1 回 JCC で承認された。これをもってプロジェクトの活動はようやく開始さ

れることになり、PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフも配置された。 
(1) アウトプッ

ト 1 の活動 
アウトプット１の活動はほとんどが、主に森林減少抑制システムの設計/マニュアルのドラフ

ト第 1 版作成の遅れにより、PO の計画より遅れている（合同中間レビュー報告書（英文）添

付のAnnex 2 参照） 
 
イシュー/ポイント: 
a. 推奨活動特定の遅れ:森林減少抑制のための推奨活動の特定は、PAREDD サイトの選定

が 2010 年 6 月までずれ込んだことにより、3 か月遅れた。 
b. 森林減少抑制システム（PAREDD アプローチ）設計及びマニュアルのドラフト第 1 版作

成の遅れ: ドラフト第 1 版の完成が 2 年近く遅れている理由は、(i) PAREDD サイト選定

の遅れにより先行活動（推奨活動の特定）が、2011 年 10 月にずれこんだこと、及び(ii) プ
ロジェクトを計画通り進めることよりも、システム設計/ドラフト第 1 版を現場適用前に

できるだけ詳細にすることが優先されたことによる。なお、設計/ドラフト作成の遅れは、

PAREDD サイトにおけるシステムの実施期間の短縮につながった（3.2.1(2)アウトプット

2 の活動参照）。 
c. 計画ステージの実施に要する時間に係るプロジェクト内の意見の相違及びマニュアル

におけるタイムフレームの欠如：PAREDD アプローチ計画ステージの実施に要する時間

は、当初の想定に比べ、かなり長い。これについて、PAFO/DAFO の技術スタッフは全

員が、現行ドラフトのままだと長くかかりすぎて実際的ではないとの意見だが、専門家

チームは、正当化可能な長さだと考えている。なお、現行ドラフトには、両者の議論の

参考となりえるタイムフレームが欠けており、活動実施の季節性（雨期・乾期、農繁期・

農閑期等）への言及もない。 
(2) アウトプッ

ト 2 の活動 
アウトプット 2 の活動は PO の計画より遅れている（合同中間レビュー報告書（英文）添付

のAnnex 2 参照） 
 
イシュー/ポイント: 
a. PAREDD サイト選定の遅れ: PAREDD サイト選定は、計画より 3 カ月遅れた。これは、

関係者の合意形成に時間がかかったためである。選定は 2010 年 6 月に完了し、同年 10
月の第 2 回 JCC によって承認された。前述のように、サイト選定の遅れは、アウトプッ

ト１の活動の遅れにつながった。 
b. 現場適用期間の短縮による森林減少抑制システムの不完全なオペレーショナライゼー

ション: アウトプット１下のマニュアルのドラフト作成の遅れにより、PAREDD サイト

における計画ステージの実施開始は遅れたが、計画ステージの実施完了は更に遅れた/
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項目 結果 

遅れる見込みである。主な理由は（i）一部のフィールド活動を雨期に行わなくてはなら

なかったこと、(ii)PAFO/DAFO の技術スタッフにとって新しい経験であり、研修に時間

をかけたこと、及び(iii)計画ステージの実施に要する時間が、マニュアルの現行ドラフト

によれば、当初の想定より長くかかること、である。当初計画では、森林減少抑制活動

は、シェングンで 2011 年の第 1 四半期、ポンサイで 2012 年の第 1 四半期に開始される

予定だったが、実際は、シェングンでは 2012 年 2 月に開始され、ポンサイでは 2012 年

11 月に開始される見込みである。このため、プロジェクト期間中の森林減少抑制活動の

実施年数が、計画より短縮されることになった。特に、村落開発基金の運用管理に係る

支援、ジョイント・レビュー、パフォーマンス・ベイスド・ペイメントは、プロジェク

ト終了までに完了しないか、完了させるためには慌ただしく行わねばならないおそれが

ある5。プロジェクトの残り期間を考えると、森林減少抑制活動が 2012 年末に開始され

る見込みのポンサイは言うに及ばず、先行するシェングンにおいてさえ、森林減少抑制

システムは完全にはオペレーショナライズされない可能性がある。 
 

表 D: プロジェクト期間中に森林減少抑制活動が実施される年数 
 PAREDD サイト 当初計画 実際（推定） 
1 シェングン 3.5 年 2.5 年 
2 ポンサイ 2.5 年 (1.7 年) 

 
c. PAREDD サイトの追加（ポントン郡の村落クラスター）に係るプロジェクト内の意見の

相違: 2010 年 10 月の第 2 回 JCC において、シェングン郡及びポンサイ郡の村落クラスタ

ーが PAREDD サイトとして承認された。この際、中間レビューの結果により、もう 1
カ所のクラスター（ポントン郡 Tong-si クラスター、6 村落から成る）を PAREDD サイ

トとして追加するかどうかを判断することが合意された。この点につき、PAFO のプロ

ジェクト・スタッフはポントン郡の村落クラスターを、その貧困レベルに鑑み、プロジ

ェクトに含めるべきだと主張しているが、専門家チームは、時間・人材面での制約から、

新たなサイトで活動を始めることは困難だと指摘している。 
(3) アウトプッ

ト 3 の活動 
アウトプット 3 の活動はほぼ PO の計画通りである（合同中間レビュー報告書（英文）添付

のAnnex 2 参照）  
(4) アウトプッ

ト 4 の活動 
アウトプット 4 の活動は 2014 年に予定されている。 

(5) その他 2011 年 11 月の第 3 回 JCC により、PAREDD アプローチを緩和手段とする REDD+デモンス

トレーション事業の策定に係る活動がプロジェクトに追加された。この追加は、いまだ

PDM/PO に反映されていないが、活動は、2011 年 12 月、ポンサイの PAREDD サイトを対象

として、REDD+コンサルタント・チームにより、開始されている。主要な追加活動は以下の

通りである。 
 REDD+デモンストレーション事業のプロジェクト・プロポーネントを特定する 
 REDD+デモンストレーション事業の参照レベルを策定する6 
 REDD+デモンストレーション事業としての認証申請に必要な各種データを収集・準備す

る7 

                                                        
5補足：PAREDD アプローチの村落減少抑制活動は村落森林管理、生計向上活動、コミュニティ開発の 3 タイプに分かれる。また、

活動としては、プロジェクトによる村落住民の研修、村落住民による活動に必要なアイテムの調達、村落住民による活動の実施、

村落住民による村落開発基金の設立が含まれる。また、これに並行して、モニタリング・ステージとして、活動のモニタリング、

ジョイント・レビュー、パフォーマンス・ベイスド・ペイメントが行われる。例えば、シェングンにおける生計向上活動は、2012
年 2 月に住民の研修が行われ、6 月に関連アイテムの調達が完了して住民による生計向上が開始される予定である。生計向上グル

ープは 4 村落で 13 グループあるが、このうち 2 村落（6 グループ）については村落開発基金への元本返済期限がプロジェクト終

了直前の 2014 年 7 月あるいは終了後の 2016 年 7 月である。ジョイント・レビューやパフォーマンス・ベイスド・ペイメントのタ

イミングや基準はまだ定められていないが、例えば、村落開発基金への返済が計画通りに行われることや返済金が新たな森林減少

抑制活動に使われることが基準に含まれる可能性はある。そうなると、ジョイント・レビューやパフォーマンス・ベイスド・ペイ

メントのタイミングは、返済期限後、つまりプロジェクト終了間際（あるいはそれ以降）になり、プロジェクト期間中に十分なフ

ォローができない可能性がある。 
6補足：「ラオス国森林減少抑制のための参加型土地・森林管理プロジェクトに係るREDD+認証・登録推進業務」のインセプショ

ン・レポート(IC/R)によれば、サブ活動に、プロジェクト・バウンダリの設定、森林動態解析、排出係数の開発、社会経済分析、

が含まれる。 
7 補足：上記 IC/R によれば、サブ活動には、認証の申請に必要な項目の整理、適格性の検討、追加調査の実施と取りまとめ、が
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項目 結果 

 REDD+デモンストレーション事業に必要とされる参加型森林炭素モニタリングのマニ

ュアルを作成する8 
 プロジェクト・プロポーネントのプロジェクト・設計書(Project Design Document : PDD)

作成を支援する  
 REDD+の財政的インセンティブ・スキームへの登録のため、PDD を公認のREDD+検証

機関に提出する9  
 PAREDDアプローチを緩和手段とするREDD+デモンストレーション事業の認証/登録に

関する調査報告書を作成する 
3-2-2 
実施体制 

これまで、中央レベルにおいては、NAFES は中央レベルにおける主要な実施機関としてプロ

ジェクトの全体的な実施の責任を負ってきた。NAFES によって任命されたプロジェクト・デ

ィレクター及びプロジェクトマネージャーは、プロジェクトのために、JICA 専門家と密接に

協力してきた。NAFES は、特に既存の参加型農業・森林土地利用プランニング（PULP）と

FORCOM によって開発されたCSPT との統合において、PAREDD アプローチの開発に貢献

した。しかしながら、NAFES とDOF の連携は十分に緊密ではなく、その結果、プロジェク

トに対するDOF の関与は、プロジェクトの森林管理・森林関連活動に対して必要なサポー

ト・助言を適切なタイミングで行うに十分ではなかった。残り期間において、REDD+関連活

動を強化するためには、DOF の役割の強化が求められる。 
3-2-3 
プロジェクト管

理 

1) プロジェクト内の計画・モニタリング体制: プロジェクトの活動は、PAFO のプロジェ

クト・スタッフ及び専門家チームによって計画・モニタリングされてきたが、村落及び

村落クラスター・レベルにおいてプロジェクトの主要な実施者であるDAFO のプロジェ

クト・スタッフは、このプロセスに十分に参加してこなかった。プロジェクト内の計画・

モニタリング及びコミュニケーション・連携強化のため、この 6 月より、DAFO のプロ

ジェクト・スタッフとの月例会合をDAFO 事務所で行うことが計画されている。月例会

合においては、月次計画・進捗・イシュー・提案等が議論される予定である。DAFO の

スタッフには、 月次計画だけでなく年間 PO(APO)作成にも参加すべきだとの意見があ

る。そうすれば、プロジェクトの活動をDAFO の年次計画に反映させることが可能だか

らである。 
2) PDM 及び PO:  本プロジェクトの PDM 及び PO はプロジェクト管理のツールとしては

十分に詳細ではない。PDM については、一部の活動の表現が曖昧であり、多くの指標は、

達成度を判断する基準・達成の期待される時期が示されておらず、定義が不十分で、客

観的に検証不可能である。PO については、計画・モニタリングに必要な情報（期待さ

れる結果を含む）が示されていない。「責任者」は示されているが、十分に詳細ではな

い。2011 年 11 月の第 3 回 JCC で承認されたREDD+デモンストレーション関連の活動

も、反映されていない。このことは、プロジェクト関係者が、プロジェクトの全体的な

実施プロセス、PDM と POO に基づく活動の進捗状況、アウトプットやプロジェクト目

標の正確な達成度について、明確かつ共通の理解をもつことを困難にしてきた。なお、

プロジェクトは、中間レビュー・チームとの一連の協議を通して、PDM 及び PO の改訂

案を作成した。両案は 2012 年 6 月 14 日の第 4 回 JCC に承認を求めて提出される。ただ

し、改訂 PO 案については、REDD+関係活動の「責任機関」、「責任者」、「実施者」

が未決定なことから、空欄のままであり、PO として不完全である。REDD+関連活動の

実施体制が確定した段階で、これらの項目を埋めて更に改訂する必要がある。この再改

訂 PO に基づき、詳細 PO(DPO)が、PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフを含む関係

者との十分な協議を通して改訂され、2012 年 10 月に予定される第 5 回 JCC に承認を求

めて提出される予定である。 
3-2-4  
コミュニケーシ

ョン 

プロジェクト内のコミュニケーションは、活動の円滑な実施に十分であった。しかしながら、

NAFES とDOF の間のコミュニケーションは、上述のように十分ではなかった。 

3-2-5 プロジェクトは、DAFO、PAFO、村落クラスター等の関連機関と連携して行われている。PAFO

                                                                                                                                                                   
含まれる。 
8補足：上記 IC/R によれば、サブ活動には、既存の方法論及び先行研究のレビュー、住民参加型森林炭素モニタリング手法のドラ

フト作成、同手法（ドラフト）の研修及び試行、同手法の検証及び決定、が含まれる。 
9補足：上記 IC/R によれば、サブ活動には、第三者機関の選定及び提出、有効化審査及び認証・登録への対応が含まれる。  

13



 

項目 結果 

関連機関との連

携 
長及びDAFO 長は、プロジェクトの実施体制に組み込まれていないが、PAFO 及びDAFO の

プロジェクト・スタッフが、それぞれ定期的に報告を行っている。プロジェクトとして、PAFO
長・DAFO 長と定期的に会い、情報共有・意見交換をする機会があれば、より連携が強化さ

れたと思われる。 
3-2-6 
その他の促進・

阻害要因  

(1) 促進要因: 現場レベルのプロジェクト・スタッフのやる気と勤勉さ、また専門家チーム

の熱心なサポートが、プロジェクトの円滑な実施に貢献した。 
(2) 阻害要因:特になし。 
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第４章  5 項目による評価 

 

４－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 
項目 評価 

4.1.1 必要性  
(1) ラオスのニーズと

の整合性 
上位目標「森林減少抑制システムがラオスの北部地域において適用される」及びプロジ

ェクト目標「参加型土地・森林管理を通して森林減少抑制システムが開発される」) は
ラオスのニーズと合致している。ラオス政府は 2015 年までに森林面積を国土の 65%に

増加させることを目標にしており、PAREDD サイトの住民は、その生計を直接的・間

接的に森林資源に依存しているからである。 
4.1.2 優先度  

(1) ラオスの開発計画

との関連性 
上位目標はラオスの開発計画に合致している。第7次国家社会経済開発5カ年計画（2011
～2015）には、「経済開発を社会文化的発展・環境保護と統合し、持続的開発を確保す

ること」は 4 つの全体目標の一つに挙げられている。 
(2) 日本のODA政策と

の関連性 
上位目標は日本のODA 政策と整合性がある。日本政府の中期ODA 政策（2005 年）に

おいて、環境セクターは国際協力における 重要セクターの 1 つとされている。また、

新の「対ラオス国事業展開計画」において、農村地域開発及び持続的森林資源の活用

は援助重点課題の 1 つに含まれており、環境・気候変動対策は特別課題に挙げられてい

る。 
4.1.3 手段としての適切

度 
 

(1) 日本の技術的優位

性 
2004 年から 2009 年にかけて、JICA はラオス政府とともに「森林 管理・住民支援

(FORCOM) プロジェクト」を実施し、焼畑耕作安定の代替生計提供のツールとしてコ

ミュニティ支援プログラム・ツール(CSPT)を開発した。CSPT を含め、FORCOM を通

して蓄積された経験・ノウハウが本プロジェクトに活用されている。 

 

４－２ 有効性 (予測)  

プロジェクトの有効性は現時点では明確ではない。 
項目 評価 

4.2.1 アウトプット

の達成度 
アウトプットの達成度は計画より低く、プロジェクト終了までにすべてのアウトプットが

十分に達成されるかどうか不確実である。 
 アウトプット 1：アウトプット１はほぼ達成されているが、その達成は 2 年近く遅れて

いる。主な理由は、(i) PAREDD サイト選定の遅れにより先行活動（推奨活動の特定）

が、2011 年 10 月にずれこんだこと、及び(ii) プロジェクトを計画通り進めることより

も、システム設計/マニュアルのドラフト第 1 版を現場適用前にできるだけ詳細にする

ことが優先されたことにより、システム設計/ドラフト作成が大幅に遅れたこと、によ

る。アウトプット１は 2012 年 9 月までに達成される見込みである。 
 アウトプット 2：アウトプット２は部分的に達成されているがその達成度は計画より低

い。主な理由は、(i)アウトプット 1 の達成が遅れていること、 及び(ii)計画ステージの

実施が適切な季節に実施できなかった、また、計画ステージの実施にかなりの時間を要

することによる。この結果、実施/モニタリング・ステージの実施に配分される年数が

計画より短くなった。このため、実施ステージが 2012 年末近くに開始される見込みの

ポンサイは言うまでもなく、先行するシェングンの PAREDD サイトにおいても、プロ

ジェク期間中に森林減少抑制システムが完全にはオペレーショナライズされないおそ

れがある。プロジェクト終了までに、アウトプット 2 は達成されない可能性がある。 
 アウトプット 3：アウトプット 3 は部分的に達成されている。 
 アウトプット 4：関連活動は 2014 年に予定されているため、達成度は判断されなかっ

た。 
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項目 評価 

4.2.2 プロジェクト

目標の達成度

とアウトプッ

トの貢献度 

プロジェクト目標の達成に向けて進捗はみられるが、指標の定義が不十分だったことなど

から正確な達成度は不明である。アウトプットの達成度から判断すると、森林減少システ

ムの設計/現場運用マニュアルのドラフト作成及びシステムの現場適用の遅れにより、プロ

ジェクト目標の達成度は計画より低いと思われる。プロジェクトの残り期間は、システム

を完全に実施し、その有効性の検証を詳細に行うには十分ではない可能性があり、プロジ

ェクト終了までにプロジェクト目標が十分に達成されるかどうかは不明である。なお、す

べてのアウトプットは、程度の差はあるが、プロジェクト目標の達成に貢献すると思われ

る。 
4.2.3 外部条件 プロジェクト目標達成のための外部条件「農林省の主要な政策が第７次 5 ヵ年計画におい

て継承される」は満たされている。 
4.2.4 促進・阻害要

因 
特になし 

 

４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は十分だとはいえない。 
項目 評価 

4.3.1アウトプット

の産出状況 
アウトプットの産出は、PAREDD サイト選定の遅れ、現場運用マニュアルのドラフト第 1
版作成及び現場適用の遅れにより、計画より遅れている。  

4.3.2 外部条件 これまでのところ、アウトプット達成のための外部条件「PAFO/DAFO の技術スタッフが頻

繁に異動しない」及び「対象地域で深刻な自然災害や異常気象が発生しない」は満たされ

ている。 
4.3.3投入の適正度  
(1)ラオス側  
(a) プ ロ ジ ェ ク

ト・スタッフ 
 タイミング、期間、人数：PAFO のプロジェクト・スタッフはプロジェクト・ドキュメ

ントが 2010 年 2 月の第 1 回 JCC にて承認されるまで、配置されなかった。また、REDD+
関連活動が 2011 年 12 月に開始されたが、プロジェクト・スタッフはいまだ配置されて

いない。 
 質: 必要な専門・経験・レベルを有する技術が配置されている。 

(b) 建物・施設  タイミング、量：プロジェクト活動に必要な土地・建物・施設はタイミングよく提供さ

れた。専門家の執務スペースは、中央レベルでは、プロジェクト開始時から、首都ビエ

ンチャンのNAFES に用意された。また、地方レベルでは、プロジェクト・ドキュメン

トが承認された 2010 年 2 月以降、ルアンプラバンにプロジェクト・オフィスが提供され

ている。 
 質: 適切である。 

(c) ローカル・コ

スト 
ラオス側はローカル・コストを負担していない10。 

(2)日本側  
(a) 専門家  タイミング、期間、人数：JICA の年間派遣計画通り派遣された。 

 質: 必要な専門・経験・レベルを有する専門家が派遣された。  
(b) REDD+コンサ

ルタント 
関連情報は入手できなかった。 

(c) 研修員受入れ  タイミング、量：適切な人数の研修員が適切な時期に日本に派遣された。 
 分野、内容、質：分野、内容、質はプロジェクトのニーズに合致しており、合同中間レ

ビュー・チームがインタビューをした研修参加者は、研修の内容・質を高く評価してい

た。 
 活用：すべての研修参加者はプロジェクト・スタッフである。彼等は研修で習得した技

能・知識をプロジェクト活動に適用しはじめている。 
(d) 機材  タイミング：機材は遅延なく調達・納入された。 

 量、質、品目、スペック：供与機材の量・質・品目は適切であった。スペックについて

はおおむね適切であった。 

                                                        
10補足：ラオス側が出すべきローカル・コストは日本側が全額負担している（4.3.3(2)(e)参照）ため、活動に支障は生じていない。 
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項目 評価 

 保守管理 (O/M)、活用: 関連情報は入手できなかった。 
(e)在外事業強化費  タイミング・量：必要な在外事業強化費がタイミングよく支出された。 

 活用：在外事業強化費で雇用されたローカル・スタッフはプロジェクトの効率的な実施

に貢献している。  
 その他：プロジェクト・オフィスの水道光熱費、インターネット代、電話代は日本側が

負担している。また、プロジェクト・スタッフの出張旅費も日本側が負担している。 
4.3.4 前提条件 PDMに設定されている前提条件「対象地域住民が反対しない」「対象地域の治安が悪化し

ない」「対象地域において大規模な開発計画が計画されない」はプロジェクト開始前に満

たされた。 
4.3.5 

他の関連プロ

ジェクトとの

連携 

 JICA の他のプロジェクト/スキーム：プロジェクトは、技術協力プロジェクトの「森林

セクター能力強化プロジェクト」(2010-2014)、無償資金協力の「森林保全計画」 
(2011-2013)及び「森林資源情報センター整備計画」(2010-2013)と連携して実施されてい

る。 
 他ドナー：プロジェクトは、GIZ の支援する「森林減少回避を通じた気候保護プロジェ

クト」 (CliPAD)、世界銀行とフィンランド政府の支援する「持続的林業・農村開発プロ

ジェクト(SUFORD)」と情報・意見を交換している。 
4.3.5 
促進・阻害要因 

特になし 

 

４－４ インパクト 

外部条件が満たされるかどうか不確実であり、上意目標の達成見込みは現時点で判断できない。 
項目 評価 

4.4.1上位目標レベ

ルのインパク

ト 

 

(1) 上位目標の達

成見込み 
上位目標達成の見込みの評価は、時期尚早だと判断された。 

(2) 外部条件 外部条件（「REDD+関連の住民対象インセンティブが整う」）が満たされるかどうかは不

確実である。 
4.4.2その他のイン

パクト 
 正のインパクト：PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフは、プロジェクトが行った現

地研修及び本邦研修にて関連技術・技能・知識を習得し、活動に活用している。 
 負のインパクト：発現していない。 

 

４－５ 持続性（見込み） 

プロジェクトの持続性が確保されるかどうかは不確実である。 
項目 評価 

4.5.1 組織・制度面  
(1) 政策・法的支

援 
参加型土地・森林管理に基づく森林減少抑制に対する政策的・法的支援は継続するとみら

れる。  
(2) ポスト・プロ

ジェクトの戦

略 

プロジェクト終了後の森林減少抑制システムの継続的実施・拡大に係る組織戦略はいまだ

策定されていない。  

(3) プロジェク

ト・スタッフ

の配置 

 PAREDD アプローチ： PAREDD チームは、本プロジェクト実施のために設置された

臨時的組織であり、PAFO/DAFO の複数セクションの出向職員から成る。プロジェクト

終了後も PAREDD チームが存続するか、また現在プロジェクトに配置されている職員

が PAREDD アプローチの実施者として残るかどうかは不明確である11。 
 REDD+関連活動：ポンサイにおけるREDD+デモンストレーション事業の実施体制はい

まだ不明確である。 

                                                        
11補足：JCC 議長である農林業省副大臣は、第 4 回 JCC における合同中間レビュー調査団のプレゼンに対し、PAREDD チームは

プロジェクト終了に伴って解散し、PAFO/DAFO のスタッフは各自の所属先において本来業務(mandated work)に従事することにな

るとコメントした。 
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項目 評価 

(4)運営・管理能力  PAREDD アプローチ：これまでのところ、PAFO のプロジェクト・スタッフは県レベ

ルでの活動を支障なく運営・管理してきており、現在の体制が継続されれば、プロジェ

クト後も運営管理面で大きな問題はないと思われる。 
 REDD+関連活動：プロジェクト・スタッフがいまだ配置されておらず、ラオス側の運

営・管理能力については未知数である。 
4.5.2 財政面 財政面での制約は、プロジェクトの持続性において、大きな課題である。本件の現場活動

についてはパイロット的性質があることから、生計向上活動等の森林減少抑制活動のシー

ド・マネーや、村落森林管理のインセンティブであるパフォーマンス・ベイスド・ペイメ

ントの資金を日本側が支援している。さらに、PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフの現

場出張経費を含むローカル・コストについても、そのほとんどを日本側が負担している。

現時点で、プロジェクト終了後、関連活動の継続・拡大に必要な予算が確保されるかどう

か不明確である。本件では、予算面の制約を解決する可能性のある手段として、REDD+の
財政メカニズムを用いることが検討されている。しかしながら、同メカニズムが機能する

には、ラオス政府が、村落及び村落クラスター・レベルの便益分配システムを含むREDD+
実施の枠組みを構築する必要がある。枠組み構築はプロジェクトのコントロール外にあり、

プロジェクト終了までに構築されるかどうか不明確である。 
4.5.3 技術面  
(1) プ ロ ジ ェ ク

ト・スタッフ

の技術能力 

 PAREDD アプローチ：PAFO/DAFO のプロジェクト・スタッフの技術能力は計画ステ

ージについては着実に強化されている。実施/モニタリング・ステージについても、シ

ェングン及びポンサイにおける活動を通して能力が向上すると期待される。しかしなが

ら、プロジェクトの全体的な遅れから、森林減少抑制システムが十分にオペレーショナ

ライズされないままプロジェクト期間が終わる可能性があり、システムの運用に技術・

知識・経験を十分に習得できるかどうかは不明確である。 
 REDD+関連活動：プロジェクト・スタッフがいまだ配置されておらず、ラオス側に関

連技術が移転されるかどうか不明確である。 
(2) 移転技術・プ

ロジェクト成

果品の活用・

普及 

移転技術・成果品のプロジェクト終了後の継続的活用・普及に係る組織戦略はいまだ策定

されていない。 
 PAREDD アプローチ：合同レビュー調査団のインタビューに対し、PAFO/DAFO のプ

ロジェクト・スタッフは、プロジェクト終了後は、所属先において、移転技術・経験の

すべてとはいわずとも一部を本来業務に活用するだろうと述べている。一方、成果品（特

に現場運用マニュアルと研修資料）については、森林減少抑制システムの開発が中途で

あり、システムの有効性が実証されていないため、継続的に活用・普及されるかどうか

不明確である。  
 REDD+関連活動：成果品（REDD+デモンストレーション事業の PDD、参加型森林炭素

モニタリング・マニュアル、REDD+デモンストレーション事業の認証/登録に関する調

査報告書等）の活用・普及が確保されるには、ラオス政府によるREDD+実施の枠組み

構築が必要となるが、枠組み構築はプロジェクトのコントロール外である。 
(3) 供与機材の活

用・保守管理 
供与機材は PAFO/DAFO の活動実施に不可欠であり、プロジェクト終了後も活用される。

大部分の機材は、車両、バイク、GPS，オフィス備品（PC、コピー機等）など一般的なも

のであり、技術面でも終了後の利用に問題はないとみられる。また、大部分の機材は現地

調達であるため、部品や消耗品はラオスで入手可能である。 
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第５章  結論 

 

プロジェクトの妥当性は高いが、一方で有効性は現時点では明確ではなく、またプロジェクト

の効率性は十分だとはいえない。いくつか、正のインパクトが確認され、負のインパクトは確認

されていない。プロジェクトの持続性については、現時点では確保されるかどうかは不確実であ

る。 

プロジェクトは、プロジェクト目標を達成するために今回のレビューの提言を踏まえて必要な

対応をとることが期待される。 
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第６章  提言 

 

１）PDM の改定 

REDD+を取り巻く国際環境の変化は非常に早く、ここ数年で国連気候変動枠組み条約にお

いて REDD+の議論が活発に行われている。また、日本政府とラオス政府間では 2 国間カー

ボンクレジットメカニズムの対話・交渉も進んでいる。このような状況も踏まえ、2011 年

11 月の合同調整委員会において本プロジェクトが REDD+デモンストレーション・プロジェ

クトとして正式に位置づけられた。また、既に業務実施契約ベースの REDD+認証登録業務

も実施されていることを踏まえ、今後は REDD+の方法論を開発するプロジェクトとするこ

とになった。このような経緯・状況を鑑み、プロジェクトの残り期間において、目標値と必

要な活動を明確にし、調査団が作成した改定 PDM 及び PO のとおり改定することを提言し

た。また、改定された PO を基に、今年の 10 月に開催予定の第 5 回 JCC までに詳細 PO を作

成することを提言した。 

改訂 PDM の主な変更箇所と変更理由は以下の通り 

 

表1. 改訂PDMの主な変更箇所と理由 

（当初 PDM の削除箇所を打ち消し線、追加箇所を下線で示す） 

＃ 変更箇所 変更理由、内容 

1. ＜ターゲット・グループ＞ 
Villagers in PAREDD sites; ①
extension technical staff of target 

provinces and districts; ②NAFES; 
DOF; NAFES 

 

① 編集上のミスの訂正（プロジェクト・スタッフは普及員

ではなく技官である） 
② レビューの結果を受けてDOF が主たる実施機関に変更

になるため、NAFES とDOF の順を入替え 

2. ＜ターゲット・エリア＞①PAREDD 
sites ( Luang Prabang Province)②and 
FORCOM sites and FORCOM target 
villages in six provinces: LPB, SYB; 

SOK, LNT, HPN, VTE 

① レビューの結果を受けてルアンプラバン県全域に修正。

② 編集上のミスの訂正 

3. <上意目標> 
A system of reducing deforestation and 
degradation, contributing to REDD+, is 

applied in the northern part of Laos 
<プロジェクト目標> 

A system of reducing deforestation and 
degradation, contributing to REDD+, is 
developed through participatory land 

and forest management. 

① PDM0 における「システム」の注釈を本文のテキストに

適用して degradation を追加。ただし、レビューの結果、

新アウトプット４にて県レベルのREL を開発するこ

とになったため、at village and village cluster level は削除

② REDD+に貢献するプロジェクトであることの明確化 

4. <アウトプット 1> 
A system of reducing deforestation ①
and degradation at village and village 

cluster level (i.e. PAREDD approach) is 
designed through improvement of 

Community Support Programme Tool 
(CSPT) ②developed by the preceding 

FORCOM project.(*1) 

① 「システム」の定義の明確化（PDM0 における「システ

ム」の注釈を本文のテキストに適用） 
② CSPT の位置づけを明確化 
③ FORCOM の説明を注釈に追加 
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5. <アウトプット 2> 
A system of reducing deforestation ①
and degradation at village and village 

cluster level is ②implemented 
operational in the ③selected village 

clusters (I,e, PAREDD sites) 

① 「システム」の定義の明確化（PDM0 の注釈より） 
② アウトプットの表現が活動の受け身になっていたため、

「期待される状態」に修正。 
③ PAREDD サイトの定義を明確化（PDM0 の注釈より）

6. <アウトプット 3> 
Changes in forest cover and / or① 
carbon stock and socio-economic 
conditions are monitored made clear in 
and around the PAREDD sites  

① 「/」の意味の明確化 
② アウトプットの表現が活動の受け身になっていたた

め、「期待される状態」に修正。 

7. <追加アウトプット（新Output 4）>
A REDD+ demonstration project, 
adapting the PAREDD approach as 
mitigation measure, targeting one of 
the PAREDD sites, is formulated. 

第 3 回 JCC にてREDD+関連活動の追加が承認されたが、

PDM に反映されていなかったために、アウトプットして

追加 

8. <旧アウトプット 4→新アウトプッ

ト 5> 
A system of reducing deforestation 
① and degradation is proposed as a 
mitigation measure for climate change 
②under REDD+ 

① 「システム」の定義の明確化（PDM0 の注釈より）。

なお、アウトプット１、２では村落・村落クラスタ

ー・レベルだが、アウトプット４で県レベルのREL
開発が行われるため、両者の統合されるアウトプッ

ト 5 では at village and village cluster level を削除。 
② REDD+への貢献を明確化 

9. <アウトプット１の活動> 
1.5 Design the planning stage of 

the system of reducing 
deforestation based on ①the 
result of Activity 1.3 &1.4 and 
the official manual on 
agriculture and forest land use 
planning. 

②1.6  Design the implementation 
stage of the system of reducing 
deforestation based on the 
result of Activity 1.3. 

1.③67  Design the monitoring 
stage of the system of reducing 
deforestation. 

1④.78  Draft a ⑤field operational 
manual on the system of 
reducing deforestation  

① 活動間の関連を明確化 
② 編集上のミスの訂正（PDM0 には実施ステージの設計

が含まれていなかったため、追加） 
③ 上記②の修正に伴う活動番号の変更 
④ 上記③の修正に伴う活動番号の変更 
⑤ マニュアルの対象の明確化 

10. <アウトプット 2 の活動> 
2.1 Select 2 or 3 village clusters as 

PAREDD sites. 
2.2 Provide training for ①technical 

extension staffs of PAFO/DAFO 
on ②the planning and 
implementation stages of the 
system of reducing deforestation, 
③using the draft field operational 
manual developed under Activity 
1.8 

2.3 ④Assist the villagers in 
formulating Land and Forest 
Management Committee at each 
target village under the PAREDD 
sites 

2.4 ⑤Assist the villagers in 

① 編集上のミスの訂正（プロジェクト・スタッフは普及

員ではなく技官） 
② 編集上のミスの訂正（研修は計画・実施ステージだけ

でなく、モニタリング・ステージについても行われる）

③ アウトプット１との関係を明確化 
④ 編集上のミスの訂正（プロジェクトが設立するのでは

なく、プロジェクトは設立を支援する） 
⑤ 同上 
⑥ PAREDD アプローチのマニュアルにあわせて表現を

修正 
⑦ PAREDD アプローチの重要なステップなので追加（実

際に行われている活動だが、PDM 上は明確ではない活

動） 
⑧ 編集上のミスの訂正（④⑤と同じ） 
⑨ PAREDD アプローチの重要なステップなので追加 
⑩ 同上 
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formulating village land and 
forest use⑥ planzoning and 
regulations by villager’s 
participation  

⑦2.5Assist the villagers in 
formulating their Village Activity 
Plans for reducing deforestation 

2.56⑧Assist the villagers in 
implementing the activities for 
reducing deforestation 

⑨2.7 Assist the villagers in 
developing Village Development 
Funds 

2.8 ⑩Monitor the above activities 
with the villagers 

⑪26.9 Modify the draft field 
operational manual  

⑪ 上記⑩追加に伴う活動番号変更 
⑫ アウトプット１における表現変更の反映 

11. <アウトプット 3 の活動> 
3.2 Establish a baseline for monitoring 

on changes in forest cover ①
and/or carbon stock② in and 
around the PAREDD sites 

3.3 Prepare baseline data on 
socio-economic conditions③in 
the PAREDD sites 

3.4 Monitor forest cover and/or carbon 
stock④ in and around the 
PAREDD sites 

3.5 Monitor socio-economic 
conditions ⑤in the PAREDD 
sites 

⑥3.6  Assess the impacts of the 
PAREDD approach in and 
around the PAREDD sites 

① 「/」の意味の明確化（アウトプット３の表現修正を

反映） 
② 活動場所の明確化 
③ 同上 
④ 同上 
⑤ 同上 
⑥ 旧活動 4.1 を一部移動（モニタリングの目的-有効性

の検証-を明確化） 

12. <新アウトプット 4 の活動> 
4.1 Select a target area for a REDD+ 

demonstration project from the 
PAREDD sites  

4.2 Identify a project proponent for 
the REDD+ demonstration 
project 

4.3 Establish a reference level for the 
REDD+ demonstration project  

4.4 Establish a reference level for 
REDD+ at the level Luang 
Prabang Province  

4.5 Collect and prepare data required 
in applying for validation as 
REDD+ demonstration project. 

4.6 Develop a manual on 
participatory forest carbon 
monitoring required for a 
REDD+ demonstration project 

4.7 Assist the project proponent in 
preparing a project design 
document (PDD)  

4.8 Submit the PDD to an accredited 
REDD+ validation body for 

REDD+関連コンポーネント追加に伴う追加活動（業務委

託チームのインセプション・レポートより） 
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registration under a REDD+ 
financial incentive scheme 

13. <新アウトプット5(旧アウトプット

4)の活動> 
①4.1 Assess the outcomes and 

impacts of the system of reducing 
deforestation in the PAREDD 
sites. 

②4..25.1 ③Consolidate the system 
of reducing deforestation as 
mitigation measure for climate 
change based on the assessment 
Finalize the draft field operational 
manual (Activity 2.9) for REDD+

④5.2 Develop a report regarding 
validation/registration of a 
REDD+ demonstration project, 
adapting the PAREDD approach 
as mitigation measure 

⑤4 5.3 Organize workshops to 
share the results of the ⑥system 
of reducing deforestation Project 
at provincial, regional and central 
levels. 

⑦45.4 Make recommendations ⑦to 
the relevant government agencies 
based on the results of the system 
of reducing deforestation Project 

① 新活動 3.6 に移動 
② 上記①の修正に伴う活動番号の変更 
③ 活動の表現をより具体的に修正 
④ REDD+関連コンポーネント追加に伴う追加活動 
⑤ 上記③の修正に伴う活動番号の変更 
⑥ ワークショップの対象の明確化 
⑦ 提言提出先の明確化 

 

14. ＜ラオス側投入＞ 
 
1. Counter part Project personnel 
 

① ラオス側スタッフをカウンターパートとするのは、

日本側中心の見方であり、ラオス側からみると、専

門家がカウンターパートである。双方が使う公的文

書である PDM の用語としてより適切なプロジェク

ト・パーソネルに変更。 
 

その他、指標は定義が曖昧だったものについては明確化し、またアウトプット、プロジェ

クト目標、上位目標の内容をより適切に表現する指標を適宜追加した。指標入手手段は、指

標の変更に伴い、適宜見直した。また、外部条件は、縦の論理に照らし合わせてレベルがず

れているという誤りがあり、これを修正した。 

 

２）プロジェクトの主管実施機関の変更 

本プロジェクトの前身プロジェクト「森林管理・住民支援プロジェクト」で開発した住民

支援プログラムツール(Community Support Programme Tool：CSPT) と参加型農林業土地利用

計画（participatory agriculture and forest land use planning：PLUP )を統合した村・クラスター・

レベルの森林減少・劣化緩和策としての PAREDD アプローチが農林業普及局とルアンプラ

バン県農林事務所と協同して開発されたことが確認できた。PAREDD アプローチは計画段階

については作成済であり、既にシェングン郡では実施段階にある。今後は、現場レベルで実

際にモニタリングを行うことが必要であり、PAREDD アプローチに基づいた REDD+デモン

ストレーション・プロジェクトの設計が必要である。 

   このような進捗状況と REDD+に関する円滑で効果的な実施を考えると、プロジェクトの

残り期間は、林野局が普及局に代わって主管責任機関としてプロジェクトを主導し、林野局
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が中央レベルで関連機関と協調しながらプロジェクトを実施していくことが必要である。ま

た、林野局はルアンプラバン県農林事務所及び JICA と密に相談の上、新しいプロジェクト

ダイレクターとプロジェクトマネージャーを配置することが必要である。さらに、林野局は

JICA 専門家や関連支援スタッフがビエンチャンで業務を行うための執務室を提供すること

が」求められる。 

 

３）現場レベルでの連携・協調体制 

   ルアンプラバン県農林局は今後も県レベルで実施機関として関与していくことになるが今

後プロジェクトの残り期間において、プロジェクト活動を促進するために、現場レベルでの

関係機関間の連携・調整機能を向上することが必要である。昨今のラオスの地方分権化の政

策にあわせて、PAREDD アプローチのすべてのプロセスにおいて活動の責任をより現場に委

譲することが必要である。 

   現場レベルでの調整機能を強化する必要性、特に県農林局と郡農林事務所の連携強化の点

から、プロジェクト活動の進捗、課題等について共有・意見交換を行う会議（月に一度の定

例会議）が確実に開催されることが必要である。加えて、JICA 専門家は、プロジェクトの進

捗に関し、より頻繁にルアンプラバン県農林局長に報告の上、協議を行い、県農林局との連

携強化に努めるべきである。また、PAREDD アプローチを適用した村落での支援活動に際し、

クラスター・レベルで存在する技術サービスセンターの有効活用について検討することが必

要と考える。（ただし、本プロジェクトの対象サイトにはこの技術サービスセンターは設置

されていないため、PAREDD アプローチの現地実施マニュアルの作成においてその可能性を

検討する。） 

 

４）REDD+実施にかかる関係機関との連携体制 

    REDD+デモンストレーション活動に関し、プロジェクトは残り期間において、ラオス政

府内の既存REDD＋に関する組織横断的な調整メカニズムと密に連携することが必要である。

このことによって、REDD+デモンストレーション活動に対して、政策や技術的な視点での助

言や支援を得ることが期待される。 

 

５）PAREDD アプローチの改良と完成 

   現場実施マニュアルの修正と森林モニタリング・マニュアル案の作成作業と並行して、

PAREDD アプローチを改良し、完成版とすることが必要である。 

   現在の PAREDD アプローチの計画段階のプロセスが「長い」との指摘が現場（県・郡農

林事務所）から多く寄せられた。従って、今後は期間の短縮化に努め、実施段階における効

率性と柔軟性の向上とラオスの季節を踏まえたスケジュール設定が必要である。 

村落開発基金に関しては、現在の現場実施マニュアル案には資金返済後の資金運用方法に

関する記載がない。そのため、2013 年 7 月に想定されている 初の資金返済時までには資金

運用ルール作成のための何らかのガイドラインの作成と同ガイドラインに基づく、村落開発

基金のための村落運用規則の策定が必要である。また、村落自らが基金を適切に管理するた

めに必要な能力向上も必要となる。 

PAREDD アプローチの村落への適用の結果による変化のモニタリングの実施、及びモニタ
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リング結果に基づき、結果に見合う追加的な支援を試験的に実施することは、PAREDD アプ

ローチを完成するために、また PAREDD アプローチをベースにREDD+デモンストレーショ

ン・プロジェクトに発展させるためにも極めて重要となる。従って、PAREDD アプローチの

モニタリング及び成果に見合った追加的な支援の方法を早急に検討し、決定することが必要

である。 

また、現在の PAREDD アプローチでは、村レベルの森林管理計画の策定を想定していな

いが、村落に対する各種支援の効果を森林の減少及び劣化の緩和行動に結びつけ、森林減

少・劣化の緩和をより確実に進めるためには、村レベルの森林管理計画の作成と同計画に基

づく森林管理の実行をREDD+プロジェクトの一環として組み込むことも検討すべきである。 

 

６）REDD+デモンストレーション・プロジェクトにおける留意点 

REDD+プロジェクトの実施にあたっては、FPIC（Free and Prior Informed Consent）やセー

フガード、利益配分システムの構築といった側面が重要となる。従って、本プロジェクトは

今後、PAREDD アプローチのすべての過程・手続きをレビューし、REDD+デモンストレー

ション・プロジェクトとして FPIC（Free and Prior Informed Consent）やセーフガード、利益

配分システムの必要な水準を満たしているか確認を行い、PAREDD アプローチを改良してい

くことが必要である。また、今後のクレジットの登録、発行、売買を考慮した場合、PDD 作

成時には REDD+デモンストレーション・プロジェクトの財務分析（便益ーコスト分析）が

必要と思われる。さらに、ルアンパバン県全体のサブナショナルレベルにREDD＋をスケー

ルアップする道筋を念頭に置くことが重要である。 

 

７）プロジェクト活動場所 

シェングン郡がプローチのデモンストレーションサイトとして、またポンサイ郡がREDD+

デモンストレーションサイトと決まったことを受け、今後プロジェクト終了までにシェング

ン郡とポンサイ郡において、REDD+に係る活動を重点的に、集中的に行うことが必要である。

ラオス側からは、プロジェクト活動場所の追加の要請もされたが、時間的制約と人的制約（マ

ンパワー）もあることから、プロジェクト活動場所の追加は現実的でないと判断される。 

 

８）県レベルでの参照排出レベルの開発 

   将来的なクレジット発生や民間企業の参入促進を考えた場合、県レベルでの参照排出レベ

ル（RL/REL）の開発は極めて意義がある。ルアンプラバン県レベルの参照排出レベルの開発

プロセスを通じ、森林タイプや林齢ごとの炭素蓄積の算定式も設定でき、その算定式は他地

域でも応用が可能であることが期待される。 

   一方で、本件作業、特に現場レベルでの作業（グランドトゥルース）には多くの人材が必

要となるが、現状その人材は限定的である。従って、森林局森林インベントリー計画課の要

員に加え、ルアンプラバン県にある農林業関連の大学等の人材を活用することが必要である。 

 

９）認証登録後のREDD+プロジェクトの実施組織 

   認証登録後の REDD+プロジェクトの実施組織については現状不明であるが、REDD+認証

登録業務において PDD が作成される 2013 年 3 月までには REDD+プロジェクトの実施組織
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が決定されることが必要である。 

 

10）農民の能力向上 

   現場レベルでの活動を円滑に実施するための一つの対策として農家の能力向上が必要であ

る。このため、スタディ・ツアーやクラスター・レベルでの会合の機会を作ることが望まし

い。また、農家の能力向上には既存の教材等の資料を活用することが有効である。 

 

11）プロジェクト成果の他地域への普及 

   プロジェクトの経験や成果を他の県・郡レベルに共有・普及する必要がある。プロジェク

ト後半に一連のワークショップを開催し、本プロジェクトの成果の共有・普及を積極的に実

施することが必要である。 
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団長所感 

 

１．REDD＋か、ラオス型普及モデルか？ 

本プロジェクトの開始段階では、REDD＋についてはまだ十分国際的な議論が進んでお

らず、見通しが不鮮明だったことから、本プロジェクトを REDD+を直接支援するプロジ

ェクトとは明確には位置づけていなかった。将来のREDD＋への貢献も念頭におきつつ、

森林減少抑制のための‘システム’を開発することとしたが、開発する ‘システム’

が、ラオスの既存の財政能力（ドナーの各種支援プログラムを含む）や行政能力の範囲

内で実施可能なモデルを目指すのか、REDD＋のような新たな経済的手法を想定したメカ

ニズムを念頭にしたモデルを目指すのか、関係者間で同床異夢の状況でプロジェクトが

スタートした。つまりラオスの現状に即した普及モデルを目指すとするならば、他地域

等に容易に適用できるようにその仕組みを可能な限り簡素化し、ラオスの既存の制度に

沿ったものを検討しなければならない。他方、REDD＋を目指すのならば国際的な認証制

度や炭素市場が求めるハードルをクリアできる手順、正確性、客観性を担保する仕組み

を構築しなければならず、前者のモデル構築とは相矛盾する方向性が必要となる。 

以上のような背景があり、プロジェクトの関係者はジレンマを抱えつつ、プロジェク

トの前半の活動を実施してきた。REDD＋プロジェクトと明確に位置づけないとは言いつ

つ、プロジェクトの略称は、日本側主導で PAREDD と命名されたことからわかるように、

プロジェクト専門家はその目的を果たす上で、REDD＋を相当に意識せざるを得ず、専門

家を中心に開発された PAREDD アプローチは、ラオス国内での容易な普及性より、複雑

な手順と仕組みを必要とするものとなった。ただしREDD＋として認証を目指すことや、

本プロジェクトを明確にREDD＋支援案件と位置付けることに対するJICA本部の明確な

意志決定がなされなかったため、開発された PAREDD アプローチは REDD＋プロジェクト

としては不十分であった。つまりラオスの既存の肩幅に合致するモデルにも、REDD＋を

充足するモデルのどちらにもなり得ないどっちつかずの状況となり、プロジェクト専門

家のフラストレーションとなるだけではなく、ラオス側関係者の不信感にもなっていた

と思われる。 

FORCOM 時代に開発した CSPT に関しても、ラオス政府の財政状況や行政能力から、そ

う簡単にラオスの国内に広く普及できているわけではない。その点は、FORCOM に対す

る評価の結果でも明らかであり、故にこの制約条件を打破するためのメカニズムとして

REDD＋が着目されたはずである。CSPT を改良し、それをベースに開発された PAREDD ア

プローチが、ラオスで有効活用するためには、ラオスの現在のキャパを念頭におけば、

REDD＋による民間セクターの資金と人材を充てにした方向を試行せざるを得ず、REDD

＋を目指さない PAREDD アプローチの成立はあり得ないこととなる。 

以上のような問題認識に基づき、昨年度、本プロジェクトにおいて REDD デモステレ

ーション事業を実施することを決定し、国際認証（VCS 等）を目指した PDD の作成を通
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じ、REDD+プロジェクトの方法論を開発するため、追加活動を開始した。その後、昨年

末には、二国間カーボンオフセット・クレジット制度の構築に向けた日本政府とラオス

政府の政策対話が開始され、さらに REDD＋の市場形成の可能性が増してきた中、本プ

ロジェクトが REDD＋に果たす期待が大きくなってきた。以上から、今回の中間評価に

おいて、本プロジェクトを REDD+支援プロジェクトとすることをラオス側と明確に確認

し、プロジェクトの後半の実施計画と実施体制の見直しを行った。 

 

２．REDD+実証活動とサステーナビリティー 

 REDD＋という全く新しいコンセプトの制度構築に向けた実証を行う技術協力であり、

世界的に見ても新たな取り組みのためのプロジェクトであるので、従来の技術協力プロ

ジェクトにおける‘自助努力’を支援するという建前だけで実証活動に必要なコスト負

担の方法を考えることは適切ではない。また従来の技プロの運用ルールに基づき、在外

強化費の支出に際し例えば In kind でなければ支援できないという発想ではなく、実証

活動としてより柔軟な資金支出も検討すべきである。 

 一方、財政的サスティーナビリテｨーは、REDD＋プロジェクトによる炭素取引が可能

となって初めて確保可能となる。しかし REDD＋プロジェクトによる炭素取引による資

金の獲得には、今しばらく時間がかかると思われるが、対象村落に対し、炭素取引がど

うなるか明確でない段階で炭素市場からの将来の可能性を安易に持ちかけ、森林減少抑

制活動へ村人を誘導することは、実証活動といえども慎重に行われなければならない。

対象村落に対する活動を始めた以上、炭素取引が成功せずともその結果が村人に失望と

デメリットを引き起こさないように、一定程度支援を継続し、少なくとも村落回転基金

が機能する時期まで支援をすることが必要である。 

 

３．PAREDD 長期専門家チームと REDD+デモ業務実施チーム（短期専門家チーム） 

 今回の中間評価の結果、改定された PDM、PO に基づき、プロジェクト後半は同一のプ

ロジェクトチームとして可能な限り補完しあいながら、一体的にプロジェクト活動が推

進されなければならない。相互の進捗状況や業務方針については、専門家間で、常に共

有されている必要がある。一方、互いが牽制しあい、あるいは特定業務について、押し

付けあいながら結局、責任の所在が不明確にならないように、PO に記載されたすべて

の活動ごとに、具体的な役割分担と実施責任者を明確にすることが必要である。また双

方のキャパシティーの範囲内で実施が困難とされる活動や課題があるならば、その点に

ついて互いに忌憚ない意見交換を行い、それに対する具体的な対応策を明確にし、必要

に応じ、JICA 本部とも調整の上、追加投入等を検討すべきである。 
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４．FSCAP の活動との連携強化 

 中央の政策・制度改善支援を行っている FSCAP とは連携を強化し、本プロジェクトの

後半では可能な限り一体的にプロジェクトが進められる体制を形成することが必要で

ある。この観点から、現 PAREDD の長期専門家１名の任期終了後、同氏を FSCAP 専門家

としてリクルートし、中央政府レベルと PAREDD の現場（ルアンパバン）間の連携の要

とすることとする。 
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